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４．第１次事前調査M/Mと第２次事前調査M/M対比表
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1. 背景 

EMS(Establishment of Environmental Monitoring System) に 係 る PC-1 （ Project 

Commission Form）は、2003 年 8 月 13 日に CDWP で承認、2004 年 12 月 7 日に ECNEC にて承

認された後、2004 年 12 月 2 日、最終承認された。PC-1 に記載されたプロジェクト実施期

間 2005 年 7 月から 2年間であるため、2007 年 6 月末で終了予定であったが、新規職員の雇

用の遅れ等の理由により、Pak-EPA は、PC-1 の実施期間を 2010 年 6 月末まで延長するよう

政府に申請した。 

 

2. 現状 

(１) 雇用 

第1次事前調査におけるM/MにおいてPC-1によって117名の新規雇用が計画されており、

2006 年 4 月末までに 65 名を雇用すると記載されているが、2007 年 8 月末時点で雇用され

た表 1に示すとおり職員数は 28 名であり、雇用予定人数は 89 名であった。 

 

表 1 雇用状況 

職位 Federal Punjab Sindh NWFP Balochistan

Project Director 0(1)  

Chief Chemist 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1)

Senior Chemist 0(1) 0(1) 1(1) 1(1) 0(1)

Chemist 6(6) 2(6) 2(6) 1(6) 0(6)

Electric Engineer 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1)

Data Analyst/Data 

Entry Operator 

3(2) 1(2) 2(2) 3(2) 0(2)

Lab Assistant/ 

Technician 

0(2) 0(2) 1(2) 0(2) 0(2)

Electrician 3(1) 2(1) 0(1) 0(1) 0(1)

Assistant 0(1)  

Stenotypist 0(1)  

Receptionist 0(1)  

Driver 0(3) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1)

Naib Qasid 0(2) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1)

Sweeper 0(1)  

Gardener 0(1)  

Total 12(25) 5(16) 6(16) 5(16) 0(16)

注：括弧内は予定人数 

 

５．PC-１概要 
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(２) 予算 

2004/2005 年度から 2006/2007 年度までの PC-1 で承認された予算と実績ならびに

2009/2010 年度までの予算を表 1および表 2に示し、表 3に各州への予算配分表を示す。な

お、人件費は Pak-EPA が直接支払うため、州配分予算は人件費以外となる。 

 

表 1 予算・実績対比表 

単位：Rs.百万 

 2004/2005 年度 2005/2006 年度 2006/2007 年度 

予  算 10.0 62.3 50.0 

実  績 13.7 0.7 24.8 

 

表 2 年度別予算表 

単位：Rs.百万 

費  目 2007/2008 年度 2008/2009 年度 2009/2010 年度 

人件費 6.7 26.8 30.7 

教育・訓練 0.2 2.0 2.0 

資機材維持管理 1.0 2.5 2.5 

光熱費 0.3 0.4 0.4 

雑 費 0.2 0.2 0.2 

州配布分 2.4 3.8 3.8 

合 計 10.8 35.7 39.6 

 

表 3 州配分予算表 

単位：Rs.百万 

費  目 2007/2008 年度 2008/2009 年度 2009/2010 年度 

Punjab-EPA 0.7 1.2 1.2 

Sindh-EPA 0.7 1.2 1.2 

NWFP-EPA 0.5 0.7 0.7 

Balochistan-EPA 0.5 0.7 0.7 

 2.4 3.8 3.8 

 
3. 活動計画 
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６．無償資金協力で整備する施設・機材の概要 
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表 A3-3　キャパシティ・アセスメントのチェックリスト

本表は、表 A3-3で抽出されたキャパシティ・アセスメントの対象項目について、確認するべき事項の例とコメント／備考を示したものである。

視
点

内
容

確認するべき事項 確認結果

基本法、個別法が整備され、大気環境管理のために必要な法
体系が整っているか

環境基準が未整備

基本理念が定められているか いる

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっている
か

ない

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか

工場・事業場から排出する場合に、届け出るようになってい
るか

届け出義務はない

工場・事業場から排出基準に適合しない排出をしないように
命ずることができるか

出来る

工場・事業場からの排出により人の健康に被害が生じた場
合、事業者の損害賠償責任について定めているか

いない

排出対策を堆進することによつて、大気汚染の防止を図るよ
うになっているか

いる

汚染対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が
整っているか

いない

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の
「ムチ」が定めてあるか

アメは定めていない

環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基
準と、生活環境を保全する上で維持されるべき基準に分かれ
ているか

定められていない

地域ごとに環境基準の適合状況が開示されているか 同上

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か 同上

排出基準には、人の健康の保護に関する項目が含まれている
か

いない

一律の排出基準か、地方自治体が上乗せ規制、横出し規制が
できるか

一律

排出基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵守
させるために妥当な水準か

不明

国レベルで、大気汚染改善の計画(プログラム）、例えば全国
大気質改善対策推進計画が作成されているか

スマートプログラム

大気汚染について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約
が示されているか

不明

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備によ
り実施されていないか

不明

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り
込まれているか

不明

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか いない

地方レベルで、大気質管理計画が作成されているか 同上

主な企業と公害防止協定を締結しているか 同上

計画策定手法、大気質デ－タ解析手法等が、組織として標準
化されているか

同上

地域の総合的管理の考え方があるか 同上

対象地域の大気質保全計画が策定されているか 同上

インフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備計画がある
か

イスラマバードはある。他は不明

対象地域の道路状況、アクセス 州都中心部に渋滞する地域がある

家屋の密集度、人口密度 不明

対象地域の通信手段と普及率 クエッタ市はインターネット接続の普及が遅れているが他州都は良好

インターネット普及状況 同上

大気環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をし
ているか

Pak－EPA、Panj-EPA、NWFP-EPAは行っている

大気環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがある
か

いない

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報
を共有しているか

同上

市民が大気質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源
への働きかけを強化しているか

同上

大気汚染問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベル
で、環境状況報告書が作成され公開されているか

同上

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか 同上

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善
に取り組んでいるか

同上

リーダー養成に取り組んでいるか 同上

ネットワークが形成されているか 同上

学校で環境教育に取り組んでいるか NWFP-EPAはおこなっているが他はない

信頼できる環境計量会社が成長しているか 代表的な会社は出来ているが信頼性に疑問がある

環境コンサルタントが成長しているか いない

大気汚染関連のコンサルティング企業(クリーナープロダク
ション、節水技術等)が成長しているか

同上

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理
者、環境計量士等)が導入されているか

同上

(1) 実効ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(2) 実効ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

基

準

(5) 大気管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(4) 実効ある法制度の整備 4
     (排出基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

社

会

組

織

（10) 環境関連企業の振興
      以下のサブ目標を含む
      ・環境管理への企業参入推進
      ・環境保全産業の振興

(9) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・大気環境保全への意識啓発

(6) 大気質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(7) 基礎インフラ
イ
ン
フ
ラ

(8) コミュニティの環境管理
      能力

目   　的  

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

大気環境分野

制
度
・
社
会
シ
ス
テ
ム

(3) 実効ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

政

策
・
政

治

法

制

度

７．キャパシティ・アセスメントのチェックリスト（水・大気）
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視
点

内
容

確認するべき事項 確認結果
キャパシティ・アセスメント

の対象項目

国全体の開発計画の中で環境保全あるいは持続可能型開発に
重点が置かれているか

同上

環境省に相当する組織が存在し、大気環境行政の実施組織が
整っているか

環境省は存在するが末端までの行政組織は未整備

大気環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散し
ていないか

各州での取り組みが主体で、一元化されていない

組織内の職務分掌が明確か 不明

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別
法の制定等

不明

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、
一律的措置の整備等

いない

大気質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や
調整メカニズムがあるか

国連機関とは連携を図る傾向はあるが、地方各州とはない

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ
法令に基づき権限委譲しているか

出先機関はないが、地方への取り締まり権限の委譲は行われている

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執
行能力を向上させる財政措置や技術支援がなされているか

いない

地方レベルの環境担当部局が存在し、大気環境行政を実施し
ているか

シンド州、パンジャブ州は地方環境事務所を構築しつつある

大気環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散
していないか

不明

組織内の職務分掌が明確か 不明

地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になってい
るか、環境基本条例、環境保全条例の制定等

不明

地方レベルの大気環境管理の責任を果たしているか、地域の
環境の実状に合ったきめ細かな施策等

いない

大気質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や
調整メカニズムがあるか

ない

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、発生源の監
視・改善命令・指導等

監視・改善命令は行っているが指導は行っていない

大気質管理業務、特に、大気質モニタリング、発生源の監
視、規制の実施等において、ガイドラインやマニュアルは整
備されているか。活用されているか。業務の品質管理はなさ
れているか

いない

対象地域の大気汚染の問題点とその推移を、デ－タと解析結
果を示して説明できるか

データ取得が未整備なため不能

大気汚染による被害状況(住宅地、工業地帯、幹線道路沿い
等）を具体的に説明できるか

同上

大気汚染の要因を特定しており、その対応策と実施するため
の課題を説明できるか

同上

トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か 不明

法令遵守の姿勢があるか 環境保全に関する認識が不足しているので姿勢は弱い

トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法
令、財政措置に基づいたものか

願望に近い

環境対策の広報、議会対策をしているか 一部の広報はあるが議会対策までに及んでいるか不明

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮し
ているか

不明

企業のトップは環境管理に関心を表明しているか 輸出企業に関しては連携して対応する姿勢がある

企業内環境管理活動（5S、省エネ、CP技術導入、EOP設備、
ISO14000シリーズ認証取得）が導入されているか

ほとんどないと思われる

企業は行政の技術支援・指導を受け入れる素地があるか 不明

同一業種内での経験を共有し、対策を推進する仕組みがある
か

不明

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報
告されているか

８０％程度の企業で行われている

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか いない（苦情が生じたときにチェックされるのみのようである）

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主
的か、行政指導によるものか、法制度に基づくものか

不明

企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、
EPは消費者に公開されているか、行政によるEPの評価がなさ
れているか

不明

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を
構築しているか

いない

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験を
シェアする仕組みがあるか

不明

企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的
助言等をする制度があるか

公的な資金、技術支援はない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化やクリーン・テクノ
ロジー等）を推進する計画が作成され、実行されているか

いない

市民に情報発信がされているか ほとんどない

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか いない

企業は行政からうける規制と根拠法を理解しているか 不明

企業は、環境管理関連マニュアル・ガイドラインは整備され
ているか。活用されているか。業務の品質管理はなされてい
るか

不明

組

織

形

態
・
マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

(11) 中央行政の組織
 　   以下のサブ目標を含む
      ・一元的大気管理の強化
      ・組織内の職務分掌の明確化
      ・他の組織との連携

（14) 政策決定者の意識

(15) 企業の環境管理能力
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発
　　  ・企業の環境管理システム
        の形成と強化

（12) 地方行政の組織
       以下のサブ目標を含む
      ・一元的大気管理の強化
      ・組織内の職務分掌の
        明確化
      ・他の組織との連携

（13) 大気汚染の問題点と
　　 その要因の把握

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織
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視
点

内
容

確認するべき事項 確認結果
キャパシティ・アセスメント

の対象項目

「(2) 中央行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(3) 地方行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(6) 企業の環境管理システム」に係る「確認するべき事
項」と同じ

「(30) 環境教育・環境学習」に係る「確認するべき事項」と
同じ

自国における、大気環境管理の科学的知見を持つ人材が把握
され、リストアップされているか

把握されていない

大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがある
か、セミナー、ワークショップの実施等

国連機関との連携のみと思われる

研究成果としての対策技術情報が公開されているか いない

人材とその能力を動員する仕組みがあるか ない

常時監視が、法令で定められているか いない

大気質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するか
が明確になっているか

同上

測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表
等が定められているか

同上

常時監視が法令で定められているとすれば、それが実施され
ているか

同上

モニタリングのデータベースがあるか 同上

モニタリングデータを解析するグループがいるか 同上

モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されて
いるか

同上

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐
えうるか

同上

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポー
トにされ、大気質管理の強化に活用されているか

同上

環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係省
庁会議等の横断的調整メカニズムに提示されているか

同上

工場･事業場から排出する場合は、届出るように定められてい
るか

いない

工場･事業場からの排出は、排出基準に適合させるように定め
られているか

いる

行政の長は、排出基準に適合しない排出をするおそれのある
者に対し、改善命令や排出停止命令ができるか

出来る

工場･事業場から排出する者は、汚染状況を測定し、記録して
おくように定められているか

いない

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか 不明

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、
適切な指導をしているか

いない

行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰
金）の状況が取りまとめられているか

取りまとめられている

汚染排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを大気
質管理に活用しているか

いない

主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚染物質の種
類や量を把握して、汚染地図が作製されているか

同上

大気汚染の重点地域、重点企業が把握されているか データに基づいた解析は行われていない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化、クリーン・テクノ
ロジーの導入等）を推進・支援する計画が作成され、実行さ
れているか

いない

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準
といえるか

一律の規制基準であるので妥当とは思えない

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う
体制、対策のマニュアル等が整備されているか

いない

環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供され
ているか

同上

国レベル、地方レベルで、汚染実態が把握され、その情報が
環境報告書、Webサイト等で住民に提供されているか

同上

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか ない

大気環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績 他国ドナーのプロジェクトで実施されるが自主的な調査・研究はない

環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的
基盤をもつNGOs等が、行政の支援部隊となっているか

いない

科学的知見を大気汚染防止の戦略的対策に活用しているか 同上

大気環境に関する学会があり、活動しているか 同上

関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか 同上

どのようなマニュアルがあり活用されているか、例えば

大気環境の監視、モニタリングデ－タの解析

発生源(工場･事業場)の監視 ない

企業の環境管理 同上

健康影響のある汚染物質が、排出された場合の緊急対応 同上

(21) 大気環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・大気質モニタリング体制の
        構築・精度の向上
　 　 ・大気質デ－タの蓄積・活用
        の推進と情報公開
　　  ・規制の適切な運用のための
　　    システム開発

(22) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

統一されたマニュアルはない。一部US－EPAのマニュアルのか
なり古いのを使っている

(23) 環境情報の整備と提供

(24) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　　提供、働きかけの強化

(25) 大気環境管理に係る
       マニュアル
　　  以下のサブ目標を含む
　　  ・行政担当官の能力向上

人

的

資

産

(16) 行政 (中央、地方) の人材・
     能力

(17) 企業の人材・能力

(18) 市民の人材・能力

(19) 大学等研究機関の人材・能力
　　  以下のサブ目標を含む
　　  ・行政･企業･市民への情報
        提供、働きかけの強化

知
　
　
　
　
的
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
産

(20)  大気質測定計画
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視
点

内
容

確認するべき事項 確認結果
キャパシティ・アセスメント

の対象項目

地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用に
ついて、国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個
別法で定められているか

いない

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか いない

対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実
績があるか、その努力をしているか

不明

対象とする地方自治体は、大気汚染防止施設の整備に対する
財務計画を作成しているか

いない

財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか 計画はない

運営・維持管理の組織があるか ない

汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されてい
るか

同上

地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を
条例等で定めているか

同上

対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の
収支を明確にしているか

同上

地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めてい
るか

同上

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていない
か

同上

施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は
何か

不明

担当する組織が明確か 不明

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか 不明

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることか
ら取り組んでいるか

不明

施設の状況 不明

行政と住民が汚染負荷発生量を減らす取り組みをしているか オートリキシャに対する規制、改善の動きがある

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりし
ていないか

そのとおり

各施設のインベントリーが整理されているか いない

施設の稼働状況が把握されているか 同上

中央・地方で大気質監視等に必要なラボが整備されているか 未整備である

地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなさ
れているか

いない

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理さ
れているか（表A5-2参照）

同上

特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技
能、技術レベル

特定項目に関するエキスパートはいるようであるが全体として低い

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 不明

どのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実
施におけるドナーとの意思疎通の方法はどのようなものとな
るか）

英語、ウルドウ語

(30) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・大気質分析・検査能力
        の向上

個

人

知
識
・
技
能

(31) 個々の人材の能力

物

的

資

産

(28) 施設維持管理費
      以下のサブ目標を含む
      ・汚染者負担原則の適用
      ・適正な費用負担の方法

(29) 現有の大気汚染防止施設

(26) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(27) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定
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表 A3-4　キャパシティ・アセスメントのチェックリスト（Sindh-EPA）

表の説明

本表は、表 A3-3で抽出されたキャパシティ・アセスメントの対象項目について、確認するべき事項の例とコメント／備考を示したものである。

視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 調査結果

1-2 特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技
能、技術レベル

Pak-EPAのラボ技術者とのラボに関する質疑応答の範囲で
は、基礎的な知識は備えている

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 責任感、問題意識は強い

どのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実
施におけるドナーとの意思疎通の方法はどのようなものとな
るか）

英語でコミュニケーション可能だが、専門用語（特に精度管
理）については要確認

1-1
1-2

環境省に相当する組織が存在し、水環境行政の実施組織が
整っているか

環境省はあるが、水環境担当部署はない

水環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散して
いないか

農業用水は農業省が管轄している

組織内の職務分掌が明確か 文書化されていない

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別
法の制定等

環境基本法は制定されている

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、
一律的措置の整備等

N.A.

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

Ownershipが弱いと言われている

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ
法令に基づき権限委譲しているか

環境管理に関する事務は州政府に権限委譲している

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執
行能力を向上させる財政措置や技術支援がなされているか

行っていない

1-1
1-2

地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施して
いるか

州EPAが存在し、水環境行政を実施している

水環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散し
ていないか

水質検査はEPAに一元化されているが、対応組織は複数に分
散している

組織内の職務分掌が明確か 明確になっている

地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になってい
るか、環境基本条例、環境保全条例の制定等

州独自の条例も制定している

地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環
境の実状に合ったきめ細かな施策等

公共水域の環境管理は行われていない

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

飲料水については事業主体に改善を申し入れる

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域
の監視、発生源の監視・改善命令・指導等

訴訟および工場閉鎖命令も執行している

1-2 対象水域の水質汚濁の問題点とその推移を、デ－タと解析結
果を示して説明できるか

公共水域に対する継続的な水質モニタリングが実施されてい
ないため現況および変化が把握できていない

水質汚濁による被害状況(水道水源、地下水、農業、漁業
等）を具体的に説明できるか

水道水源（地下水）の地域的な汚染状況は把握されている
が、健康被害については説明できない

水質汚濁の要因を特定しており、その対応策と実施するため
の課題を説明できるか

水質汚濁の要員は特定しているが、対応策については関与し
ていない

1-2 トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か 環境保全に重点を置いている

法令遵守の姿勢があるか 法務部門がないため環境法廷の開廷ができない

トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法
令、財政措置に基づいたものか

施策の実施を裏付ける予算措置が行われていない

環境対策の広報、議会対策をしているか マスコミを通じて環境保全を呼びかけている

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮し
ているか

未調査

1-1
1-5

企業内環境管理活動（5S、省エネ、CP技術導入、EOP設備、
ISO14000シリーズ認証取得）が導入されているか

一部の輸出企業でISO認証取得している

企業は行政の技術支援・指導を受け入れる素地があるか 外資系企業および輸出企業はISO14000等の関係で技術支援・
指導を受け入れる

同一業種内での経験を共有し、対策を推進する仕組みがある
か

未調査

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報
告されているか

企業による自主モニタリング制度（SMART)が2006年2月から
導入された。モニタリング結果はPak-EPAに報告される

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか 自主モニタリングにおける測定・分析は工程内の監視記録ま
たは第三者によって行われる

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主
的か、行政指導によるものか、法制度に基づくものか

制度は法的根拠を持つが、強制力はない

企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、
EPは消費者に公開されているか、行政によるEPの評価がなさ
れているか

行われていない

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を
構築しているか

業界団体との交流はあり、環境保全に関する文書を回覧して
いる

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験を
シェアする仕組みがあるか

ない

企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的
助言等をする制度があるか

Provintial Sustainable Development Fundの制度はある
が、実施されていない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化やクリーン・テクノ
ロジー等）を推進する計画が作成され、実行されているか

排水処理設備が導入されていない状況なので、クリーン・テ
クノロギー等その先の対策の計画はない

市民に情報発信がされているか HPで公開している

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか 導入されていない

知
識
・
技
能

（4) 水質汚濁の問題点と

　　 その要因の把握

（5) 政策決定者の意識

個

人
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キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(1) 個々の人材の能力

(2) 中央行政の組織
 　  以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
　  　明確化
     ・他の組織との連携

（3) 地方行政の組織

      以下のサブ目標を含む

     ・一元的水管理の強化

     ・組織内の職務分掌の
       明確化
     ・他の組織との連携

目   　的

使用方法 キャパシティ・アセスメントの対象項目に対して、複数の確認するべき事項が示されており、これによって、現状・実績・パフォーマンスを定性
的に把握する。その結果によって、対象項目に対するキャパシティが、十分か、不十分か判定する。これは相手国と共同で行うことが望ましい。

(6) 企業の環境管理能力

     以下のサブ目標を含む

     ・規制の適切な運用の

       ためのシステム開発

　　 ・企業の環境管理システム

       の形成と強化
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項

1-2 「(2) 中央行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(3) 地方行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

1-2 「(6) 企業の環境管理システム」に係る「確認するべき事
項」と同じ

1-6 「(30) 環境教育・環境学習」に係る「確認するべき事項」
と同じ

1-7 自国における、水環境管理の科学的知見を持つ人材が把握さ
れ、リストアップされているか

人材は把握されているが、リストアップはされていない

大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがある
か、セミナー、ワークショップの実施等

一部の大学および政府系研究所で企業のコンサルタント的役
割を果たしている

研究成果としての対策技術情報が公開されているか 汚染の現状に関する調査・研究は行われているが、対策につ
いては未調査

人材とその能力を動員する仕組みがあるか 制度としてはないが、契約ベースで可能

1-4 公共用水域(地下水を含む)の常時監視が、法令で定められて
いるか

環境法は環境モニタリングの実施を規定しているが、常時監
視までは求めていない

水質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するかが
明確になっているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

組
測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表
等が定められているか

環境モニタリング計画自体がない

1-1
1-4

公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められてい
るとすれば、それが実施されているか

N.A.

  モニタリングのデータベースがあるか 報告書としてパソコンに保管されている

モニタリングデータを解析するグループがいるか いない

モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されて
いるか

行政組織内では回覧されているが、一般への開示程度は不明

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐
えうるか

金属成分を含む認証標準物質の分析結果はすべての分析値が
認証範囲外であった

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポー
トにされ、水質管理の強化に活用されているか

報告書としてまとめられた後、活用されているかどうかは不
明

環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係
省庁会議等の横断的調整メカニズムに提示されているか

SOEを発行していない

工場･事業場から排水する場合は、届出るように定められて
いるか

届け出制度はない

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定
められているか

定められている

行政の長は、排出基準に適合しない排水を排出するおそれの
ある者に対し、改善命令や排出停止命令ができるか

可能

工場･事業場から排水を排出する者は、排水の汚染状況を測
定し、記録しておくように定められているか

定められていない

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか いない

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、
適切な指導をしているか

原則的には苦情対応として行っている

織
行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰

 金）の状況が取りまとめられているか
まとめられている

汚濁排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを水質
管理に活用しているか

データベース化されていない

河川ごとに主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚
染物質の種類や量を把握して、汚染地図が作製されているか

汚染地図は作製されていない

水質汚染の重点地域、重点企業が把握されているか 把握されている

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化、クリーン・テクノ
ロジーの導入等）を推進・支援する計画が作成され、実行さ
れ るか

課題の把握のみで対策まで至っていない

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準
といえるか

排水基準は日本のものと同レベルであるが、遵守されていな
いので妥当性については判断できない

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う
体制、対策のマニュアル等が整備されているか

ない

1-4 環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供され
ているか

ない

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握さ
れ、その情報が環境報告書、Webサイト等で住民に提供され
ているか

州政府のHPはあるが、環境情報は

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか 直接市民に緊急情報を発信するルートがない

1-4 水環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績 単年度のプロジェクトとして実施されている

1-7 環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的
基盤をもつNGOs等が、行政の支援部隊となっているか

一部の大学、政府研究機関が企業向けのコンサルティングを
行っている

科学的知見を水質汚濁防止の戦略的対策に活用しているか 活用していない

水環境に関する学会があり、活動しているか 要調査

関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか 各組織のHPが公開されている

1-2 どのようなマニュアルがあり活用されているか、例えば 分析方法、サンプリング方法

1-4 水環境の監視、モニタリングデ－タの解析 データとしてモニタリング結果は保存されていない

発生源(工場･事業場)の監視 Pak-EPAが作成した工場立ち入り調査マニュアルがある

企業の環境管理 EPAからの聞き取りの範囲では実施されていない

健康影響のある汚染物質が、河川等へ排出された場合の緊急
対応

未調査

1-1
1-4

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(9) 市民の人材・能力

(10) 大学等研究機関の

       人材・能力
　　以下のサブ目標を含む
　　・行政･企業･市民への情報提供
　 　 働きかけの強化

知
　
　
　
　
的
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
産

人

的

資

産

(12) 水環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・水質モニタリング体制の構築・
　　　　精度の向上
　　　・水質デ－タの蓄積・活用の
　　　　推進と情報公開
　　　・規制の適切な運用のための
　　　  システム開発

(13) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

(8) 企業の人材・能力

(7) 行政 (中央、地方) の人材・

     能力

(11) 公共用水域の
      水質測定計画

(16) 水環境管理に係る

       マニュアル

　　  以下のサブ目標を含む

　　   ・行政担当官の能力向上

(14) 環境情報の整備と提供

(15) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　提供、働きかけの強化
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項

1-3 地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用に
ついて、国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個
別法で定められているか

州の予算が国から配分されるかどうか未調査

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか 未調査

1-3 対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実
績があるか、その努力をしているか

未調査

対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する
財務計画を作成しているか

未調査

財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか 未調査

1-3 運営・維持管理の組織があるか 有

汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されてい
るか

下水処理料金を徴収しているかどうか未調査

地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を
条例等で定めているか

未調査

組
対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の
収支を明確にしているか

未調査

地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めてい
るか

未調査

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか 下水処理場の処理能力は流入量に比較して低いと報告されてい
る

織
施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は
何か

同上

担当する組織が明確か 明確になっている

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか 未調査

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることか
ら取り組ん るか

未調査

雨水排除施設の状況 未調査

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか 行われていない

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりし
ていないか

EPAからの聞き取りの範囲では資金不足

各施設のインベントリーが整理されているか 未調査

施設の稼働状況が把握されているか 未調査

1-4 中央・地方で水質監視等に必要なラボが整備されているか ラボはあるが、環境基準に含まれる一部の項目の分析ができ
ない

地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなさ
れているか

EPAの予算内で対応している

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理さ
れているか（表A5-2参照）

機材が不足しており、精度管理も行われていない

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(17) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(18) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(19) 施設（下水処理場？）維持管理
費
       以下のサブ目標を含む
        ・汚染者負担原則の適用
        ・適正な費用負担の方法

物

的

資

産

(20) 現有の水質汚濁防止施設

(21) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・水質分析・検査能力
        の向上
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項

1-1 基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体
系が整っているか

基本法、州条例が制定されている

基本理念が定められているか 環境法に定められている

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっている
か

環境法に定めらている

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか 環境法に定められている

1-1 工場・事業場から公共用水域に排水する場合に、届け出るよ
うになっているか

届け出制度はない

工場・事業場から排水基準に適合しない排水を排出しないよ
うに命ずることができるか

可能

工場・事業場から排水・廃液により、人の健康に被害が生じ
た場合、事業者の損害賠償責任について定めているか

罰則のみ

生活排水対策を堆進することによつて、公共用水域(地下水
含む)の水質汚濁の防止を図るようになっているか

生活排水対策は行われていない

汚濁対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が
整っているか

いない

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の
「ムチ」が定めてあるか

「アメ」がない

1-1 環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基
準と、生活環境を保全する上で維持されるべき基準に分かれ
ているか

環境基準はない

生活環境を保全する上で維持されるべき基準は、河川、湖
沼、海域ごとの利水目的に応じ、複数の類型を設けて基準が
設定されているか

環境基準が制定されていない

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか 環境基準が制定されていない.

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か 環境基準が制定されていない

1-1 排水基準には、生活環境の保全に関する項目、人の健康の保
護に関する項目が含まれているか

含まれている

一律の排水基準か、地方自治体が上乗せ規制ができるか 可能である

排水基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵
守させるために妥当な水準か

日本の廃水基準と比較し妥当と思われる

1-1 国レベルで、水質汚濁改善の計画(プログラム）、例えば全
国水質改善対策推進計画が作成されているか

作成されていない

水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約
が示されているか

ない

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備によ
り実施されていないか

N.A.

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り
込まれているか

N.A.

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか 戦略、プログラムはあるが、

1-1 地方レベルで、水質管理計画が作成されているか 作成されていない

主な企業と公害防止協定を締結しているか 公害防止協定に準じた制度はない

計画策定手法、水質デ－タ解析手法等が、組織として標準化
されているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

流域の総合的管理の考え方があるか ない

対象水域の水質保全計画が策定されているか ない

下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備
計画があるか

Master Plan For Urban Waste Water Management 2002が策
定されている

対象地域の道路状況、アクセス N.A.

家屋の密集度、人口密度 N.A.

対象地域の上水道整備範囲、普及率 N.A.

対象地域の通信手段と普及率 N.A.

インターネット普及状況 N.A.

1-6 水環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をして
いるか

行っている

水環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがあるか ない

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報
を共有しているか

いない

市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか 海岸の清掃を行っている

市民が水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源へ
の働きかけを強化しているか

いない

1-6 水質汚濁問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベル
で、環境状況報告書が作成され公開されているか

作成されていない

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか ない

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善
に取り組んでいるか

ない

リーダー養成に取り組んでいるか ない

ネットワークが形成されているか ない

学校で環境教育に取り組んでいるか ない

1-5 信頼できる水質分析会社が成長しているか 国の認証を受けた分析会社があり、事業者数も増加している

環境コンサルタントが成長しているか コンサルタントはあるが、能力は不明

水質汚濁関連のコンサルティング企業(クリーナープロダク
ション、節水技術等)が成長しているか

未調査

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理
者、環境計量士等)が導入されているか

技術力認定制度は導入されていない

出所：岩堀作成

社

会

組

織

法

制

度

イ
ン
フ
ラ

基

準

政

策
・
政

治

（31) 環境関連企業の振興
       以下のサブ目標を含む
       ・環境管理への企業参入推進・
         環境保全産業の振興

(30) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・水環境保全への意識啓発

(28) 基礎インフラ

(26) 水管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(27) 水質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(29) コミュニティの環境管理
      能力

(25) 実行ある法制度の整備 4
     (排水基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

制

度
・
社

会

シ

ス

テ

ム

(24) 実行ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(22) 実行ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(23) 実行ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

－177－－177－



表 A3-4　キャパシティ・アセスメントのチェックリスト(Pak-EPA)

表の説明

本表は、表 A3-3で抽出されたキャパシティ・アセスメントの対象項目について、確認するべき事項の例とコメント／備考を示したものである。

視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 調査結果

1-2 特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技
能、技術レベル

Pak-EPAのラボ技術者とのラボに関する質疑応答の範囲で
は、基礎的な知識は備えている

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 責任感、問題意識は強いが、できる範囲で解決しようという
意識は低いどのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実

施におけるドナーとの意思疎通の方法はどのようなものとな
るか）

英語でコミュニケーション可能だが、専門用語（特に精度管
理）については要確認

1-1
1-2

環境省に相当する組織が存在し、水環境行政の実施組織が
整っているか

連邦および各州に環境行政機関が設置されている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散して
いないか

1999年の大統領令によって飲料水の供給管理は州EPAのの担
当となったが、水質検査はWASA（Water And Sanitation
Agency)も行っている

組織内の職務分掌が明確か 組織図は有り、担当者も明確になっているが、業務分掌表は
ない

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別
法の制定等

1997年環境基本法が制定された

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、
一律的措置の整備等

排出基準に相当する国家環境基準（National Environmenta
Quality Standard)が制定されているが、遵守されていない

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

商工会議所等を通じて民間企業との交流はある。州環境庁と
のルートはあるが、他省庁とは環境省経由

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ
法令に基づき権限委譲しているか

各州政府に環境庁を設置しており、環境法に基づいた権限が
委譲されている

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執
行能力を向上させる財政措置や技術支援がなされているか

財政支援制度はないが、州環境庁を対象として技術研修を実
施している

1-1
1-2

地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施して
いるか

水環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散し
ていないか

組織内の職務分掌が明確か

地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になってい
るか、環境基本条例、環境保全条例の制定等
地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環
境の実状に合ったきめ細かな施策等

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域
の監視、発生源の監視・改善命令・指導等

1-2 対象水域の水質汚濁の問題点とその推移を、デ－タと解析結
果を示して説明できるか

公共水域に対する継続的な水質モニタリングが実施されてい
ないため現況および変化が把握できていない

水質汚濁による被害状況(水道水源、地下水、農業、漁業
等）を具体的に説明できるか

水道水源（地下水）の地域的な汚染状況は把握されている
が、健康被害については説明できない

水質汚濁の要因を特定しており、その対応策と実施するため
の課題を説明できるか

環境報告書としてまとめられている

1-2 トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か 公共水域の水質保全に重点が置かれている

法令遵守の姿勢があるか これまでの調査ではないと判断する

トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法
令、財政措置に基づいたものか

要調査

環境対策の広報、議会対策をしているか HPで法律、制度、活動等を紹介しているが、議会対策は不明

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮し
ているか

未調査

1-1
1-5

企業内環境管理活動（5S、省エネ、CP技術導入、EOP設備、
ISO14000シリーズ認証取得）が導入されているか

導入されていない

企業は行政の技術支援・指導を受け入れる素地があるか 企業によっては、有。Islamabad郊外のセメント工場は粉塵
対策としてＥＳＰからバグフィルターに切り替え中であった

同一業種内での経験を共有し、対策を推進する仕組みがある
か

セメント業界の場合、技術的な交流はない

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報
告されているか

企業による自主モニタリング制度（SMART)が2006年2月から
導入された。モニタリング結果はPak-EPAに報告される

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか 自主モニタリングにおける測定・分析は工程内の監視記録ま
たは第三者によって行われる

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主
的か、行政指導によるものか、法制度に基づくものか

制度は法的根拠を持つが、強制力はない

企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、
EPは消費者に公開されているか、行政によるEPの評価がなさ
れているか

行われていない

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を
構築しているか

業界団体との交流はあるが、協力関係にあるかどうかは不明

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験を
シェアする仕組みがあるか

ない

企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的
助言等をする制度があるか

Provintial Sustainable Development Fundの制度はある
が、実施されていない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の 小化やクリーン・テクノ
ロジー等）を推進する計画が作成され、実行されているか

排水処理設備が導入されていない状況なので、クリーン・テ
クノロギー等その先の対策の計画はない

市民に情報発信がされているか HPで公開している

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか 導入されていない

目   　的

使用方法 キャパシティ・アセスメントの対象項目に対して、複数の確認するべき事項が示されており、これによって、現状・実績・パフォーマンスを定性
的に把握する。その結果によって、対象項目に対するキャパシティが、十分か、不十分か判定する。これは相手国と共同で行うことが望ましい。

(6) 企業の環境管理能力

     以下のサブ目標を含む

     ・規制の適切な運用の

       ためのシステム開発

　　 ・企業の環境管理システム

       の形成と強化

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(1) 個々の人材の能力

(2) 中央行政の組織
 　  以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
　  　明確化
     ・他の組織との連携

（3) 地方行政の組織

      以下のサブ目標を含む

     ・一元的水管理の強化

     ・組織内の職務分掌の
       明確化
     ・他の組織との連携

個

人

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織

組

織

形

態
・
マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

知
識
・
技
能

（4) 水質汚濁の問題点と

　　 その要因の把握

（5) 政策決定者の意識
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項

1-2 「(2) 中央行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(3) 地方行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

1-2 「(6) 企業の環境管理システム」に係る「確認するべき事
項」と同じ

1-6 「(30) 環境教育・環境学習」に係る「確認するべき事項」
と同じ

1-7 自国における、水環境管理の科学的知見を持つ人材が把握さ
れ、リストアップされているか

人材は把握されているが、リストアップはされていない

大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがある
か、セミナー、ワークショップの実施等

一部の大学では企業のコンサルタント的役割を果たしている

研究成果としての対策技術情報が公開されているか 汚染の現状に関する調査・研究は行われているが、対策につ
いては未調査

人材とその能力を動員する仕組みがあるか 制度としてはないが、契約ベースで可能

1-4 公共用水域(地下水を含む)の常時監視が、法令で定められて
いるか

環境法は環境モニタリングの実施を規定しているが、常時監
視までは求めていない

水質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するかが
明確になっているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

組
測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表
等が定められているか

環境モニタリング計画自体がない

1-1
1-4

公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められてい
るとすれば、それが実施されているか

N.A.

  モニタリングのデータベースがあるか 報告書としてパソコンに保管されている

モニタリングデータを解析するグループがいるか いない

モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されて
いるか

行政組織内では回覧されているが、一般への開示程度は不明

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐
えうるか

金属成分を含む認証標準物質の分析結果はすべての分析値が
認証範囲外であった

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポー
トにされ、水質管理の強化に活用されているか

水質汚濁のデータは2001年JICA・OECCが実施した調査結果以
外なく、当該結果は報告書に引用されるのみ

環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係
省庁会議等の横断的調整メカニズムに提示されているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されているが、関係各省に提示されているかどうかは不明

工場･事業場から排水する場合は、届出るように定められて
いるか

届け出制度はない

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定
められているか

定められている

行政の長は、排出基準に適合しない排水を排出するおそれの
ある者に対し、改善命令や排出停止命令ができるか

可能

工場･事業場から排水を排出する者は、排水の汚染状況を測
定し、記録しておくように定められているか

定められていない

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか いない

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、
適切な指導をしているか

原則的には苦情対応として行っている

織
行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰

 金）の状況が取りまとめられているか
まとめられている

汚濁排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを水質
管理に活用しているか

データベース化されていない

河川ごとに主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚
染物質の種類や量を把握して、汚染地図が作製されているか

汚染地図は作製されていない

水質汚染の重点地域、重点企業が把握されているか 把握されている

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の 小化、クリーン・テクノ
ロジーの導入等）を推進・支援する計画が作成され、実行さ
れているか

課題の把握のみで対策まで至っていない

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準
といえるか

排水基準は日本のものと同レベルであるが、遵守されていな
いので妥当性については判断できない

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う
体制、対策のマニュアル等が整備されているか

ない

1-4 環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供され
ているか

ない

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握さ
れ、その情報が環境報告書、Webサイト等で住民に提供され
ているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されているが、JICA・OECCの調査結果が引用されているの
み

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか 直接市民に緊急情報を発信するルートがない

1-4 水環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績 単年度のプロジェクトとして実施されている

1-7 環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的
基盤をもつNGOs等が、行政の支援部隊となっているか

一部の大学が企業向けのコンサルティングを行っている

科学的知見を水質汚濁防止の戦略的対策に活用しているか 活用していない

水環境に関する学会があり、活動しているか 要調査

関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか 各組織のHPが公開されている

1-2 どのようなマニュアルがあり活用されているか、例えば 分析方法、サンプリング方法

1-4 水環境の監視、モニタリングデ－タの解析 データとしてモニタリング結果は保存されていない

発生源(工場･事業場)の監視 苦情対応として行っている

企業の環境管理 EPAからの聞き取りの範囲では実施されていない

健康影響のある汚染物質が、河川等へ排出された場合の緊急
対応

未調査

(7) 行政 (中央、地方) の人材・

     能力

(11) 公共用水域の
      水質測定計画

(16) 水環境管理に係る

       マニュアル

　　  以下のサブ目標を含む

　　   ・行政担当官の能力向上

(14) 環境情報の整備と提供

(15) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　提供、働きかけの強化

(8) 企業の人材・能力

(12) 水環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・水質モニタリング体制の構築・
　　　　精度の向上
　　　・水質デ－タの蓄積・活用の
　　　　推進と情報公開
　　　・規制の適切な運用のための
　　　  システム開発

(13) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

知
　
　
　
　
的
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人

的

資
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1-1
1-4

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(9) 市民の人材・能力

(10) 大学等研究機関の

       人材・能力
　　以下のサブ目標を含む
　　・行政･企業･市民への情報提供
　 　 働きかけの強化
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項

1-3 地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用に
ついて、国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個
別法で定められているか

州の予算が国から配分されるかどうか未調査

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか N.A.

1-3 対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実
績があるか、その努力をしているか

N.A.

対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する
財務計画を作成しているか

N.A.

財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか N.A.

1-3 運営・維持管理の組織があるか

汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されてい
るか
地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を
条例等で定めているか

組
対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の
収支を明確にしているか

地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めてい
るか

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか

織
施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は
何か

担当する組織が明確か WASA

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか 未調査

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることか
ら取り組んでいるか

未調査

雨水排除施設の状況 未調査

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか 行われていない

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりし
ていないか

EPAからの聞き取りの範囲では資金不足

各施設のインベントリーが整理されているか 未調査

施設の稼働状況が把握されているか 未調査

1-4 中央・地方で水質監視等に必要なラボが整備されているか ラボはあるが、環境基準に含まれる一部の項目の分析ができ
な地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなさ

れているか
EPAの予算内で対応している

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理さ
れているか（表A5-2参照）

機材が不足しており、精度管理も行われていない

(20) 現有の水質汚濁防止施設

(21) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・水質分析・検査能力
        の向上

(19) 施設（下水処理場？）維持管理
費
       以下のサブ目標を含む
        ・汚染者負担原則の適用
        ・適正な費用負担の方法

物

的

資

産

(17) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(18) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

キャパシティ・アセスメント
の対象項目
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項

1-1 基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体
系が整っているか

基本法以外ない

基本理念が定められているか 環境法に定められている

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっている
か

環境法は、何人もNEQSを超える排出を行ってはならないと規
定している

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか 環境法に定められている

1-1 工場・事業場から公共用水域に排水する場合に、届け出るよ
うになっているか

届け出制度はない

工場・事業場から排水基準に適合しない排水を排出しないよ
うに命ずることができるか

可能

工場・事業場から排水・廃液により、人の健康に被害が生じ
た場合、事業者の損害賠償責任について定めているか

罰則のみ

生活排水対策を堆進することによつて、公共用水域(地下水
含む)の水質汚濁の防止を図るようになっているか

生活排水対策は行われていない

汚濁対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が
整っているか

いない

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の
「ムチ」が定めてあるか

「アメ」がない

1-1 環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基
準と、生活環境を保全する上で維持されるべき基準に分かれ
ているか

環境基準はない

生活環境を保全する上で維持されるべき基準は、河川、湖
沼、海域ごとの利水目的に応じ、複数の類型を設けて基準が
設定されているか

N.A.

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか N.A.

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か N.A.

1-1 排水基準には、生活環境の保全に関する項目、人の健康の保
護に関する項目が含まれているか

含まれている

一律の排水基準か、地方自治体が上乗せ規制ができるか 可能である

排水基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵
守させるために妥当な水準か

日本の廃水基準と比較し妥当と思われる

1-1 国レベルで、水質汚濁改善の計画(プログラム）、例えば全
国水質改善対策推進計画が作成されているか

作成されていない

水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約
が示されているか

ない

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備によ
り実施されていないか

N.A.

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り
込まれているか

N.A.

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか 戦略、プログラムはある

1-1 地方レベルで、水質管理計画が作成されているか 作成されていない

主な企業と公害防止協定を締結しているか 公害防止協定に準じた制度はない

計画策定手法、水質デ－タ解析手法等が、組織として標準化
されているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

流域の総合的管理の考え方があるか ない

対象水域の水質保全計画が策定されているか ない

下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備
計画があるか

Master Plan For Urban Waste Water Management 2002が策
定されている。

対象地域の道路状況、アクセス N.A.

家屋の密集度、人口密度 N.A.

対象地域の上水道整備範囲、普及率 N.A.

対象地域の通信手段と普及率 N.A.

インターネット普及状況 N.A.

1-6 水環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をして
いるか

いない

水環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがあるか 未調査

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報
を共有しているか

いない

市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか いない

市民が水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源へ
の働きかけを強化しているか

いない

1-6 水質汚濁問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベル
で、環境状況報告書が作成され公開されているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されている

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか ない

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善
に取り組んでいるか

ない

リーダー養成に取り組んでいるか ない

ネットワークが形成されているか ない

学校で環境教育に取り組んでいるか ない

1-5 信頼できる水質分析会社が成長しているか 国の認証を受けた分析会社はあるが信頼性は不明

環境コンサルタントが成長しているか コンサルタントはあるが、能力は不明

水質汚濁関連のコンサルティング企業(クリーナープロダク
ション、節水技術等)が成長しているか

未調査

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理
者、環境計量士等)が導入されているか

技術力認定制度は導入されていない

出所：岩堀作成

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(22) 実行ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(23) 実行ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

(29) コミュニティの環境管理
      能力

(25) 実行ある法制度の整備 4
     (排水基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

制

度
・
社

会

シ

ス

テ

ム

(24) 実行ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

（31) 環境関連企業の振興
       以下のサブ目標を含む
       ・環境管理への企業参入推進・
         環境保全産業の振興

(30) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・水環境保全への意識啓発

(28) 基礎インフラ

(26) 水管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(27) 水質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

社

会

組

織

法

制

度

イ
ン
フ
ラ

基

準

政

策
・
政

治
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表 A3-4　キャパシティ・アセスメントのチェックリスト（Punjab-EPA）

視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 調査結果 コメント／備考

1-2 特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技
能、技術レベル

分析の基礎的な知識は備えているが、機器分析の原理、精度
管理、分析室の管理に関する知識はない

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 問題意識と責任感は強い

どのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実
施におけるドナーとの意思疎通の方法はどのようなものとな
るか）

英語でコミュニケーション可能だが、専門用語（特に精度関
知）については一部問題がある

1-1
1-2

環境省に相当する組織が存在し、水環境行政の実施組織が
整っているか

州環境省が設置されている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散して
いないか

飲料水の水質検査はWASA（Water And Sanitation Agency)も
行っているが、苦情対応業務としてEPAも行っており、WASA
を指導する立場にある

組織内の職務分掌が明確か 組織図は有。ラボ内の業務分担も明確になっている

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別
法の制定等

1997年環境基本法が制定された
Panjub州では州法に事業所への立入検査権限について規定が
ある

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、
一律的措置の整備等

排出基準に相当する国家環境基準（National Environmenta
Quality Standard)が制定されている

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

州環境委員会が設置されているが過去2年間開催されていな
い

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ
法令に基づき権限委譲しているか

各州政府に環境庁を設置しており、環境法に基づいた権限が
委譲されている

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執
行能力を向上させる財政措置や技術支援がなされているか

財政支援制度はない。

1-1
1-2

地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施して
いるか

州EPAが水環境行政を行っている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散し
ていないか

1999年の大統領令によって飲料水の水質管理は州EPAのの担
当となったが、水道事業主体は、供給範囲の大きさによって
WASAまたはDistrict Water Authorityが行う

組織内の職務分掌が明確か 明確になっている

地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になってい
るか、環境基本条例、環境保全条例の制定等

環境関連の単独条例はないが、州令に権限が記載されている

地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環
境の実状に合ったきめ細かな施策等

州EPAが飲料水の水質検査を実施しているが、飲料水の水質
保全に関する責任はない。

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

ない

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域
の監視、発生源の監視・改善命令・指導等

公共用水の監視は行われていない。発生源についえは、苦情
対応として事業所の立入検査を実施し、改善命令等行政措置
を講じている

1-2 対象水域の水質汚濁の問題点とその推移を、デ－タと解析結
果を示して説明できるか

公共水域の水質モニタリングは実施されていない

水質汚濁による被害状況(水道水源、地下水、農業、漁業
等）を具体的に説明できるか

水道水源（地下水）の汚染状況は説明可能

水質汚濁の要因を特定しており、その対応策と実施するため
の課題を説明できるか

Panjub州では、水道水源（地下水）の汚染に対する課題を報
告書としてまとめている

1-2 トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か 未調査

法令遵守の姿勢があるか これまでの調査ではないと判断する
トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法
令、財政措置に基づいたものか

未調査

環境対策の広報、議会対策をしているか 未調査

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮し
ているか

州開発戦略に基づき環境部門の戦略を策定している

1-1
1-5

企業内環境管理活動（5S、省エネ、CP技術導入、EOP設備、
ISO14000シリーズ認証取得）が導入されているか

Panjub州の民間分析機関ではISO17025申請中

企業は行政の技術支援・指導を受け入れる素地があるか 企業によっては、有。Islamabad郊外のセメント工場は粉塵
対策としてＥＳＰからバグフィルターに切り替え中であった

同一業種内での経験を共有し、対策を推進する仕組みがある
か

セメント業界の場合、技術的な交流はない

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報
告されているか

企業による自主モニタリング制度（SMART)が2006年2月から
導入される。モニタリング結果はPak-EPAに報告される

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか 自主モニタリングにおける測定・分析は工程内の監視記録ま
たは第三者によって行われる

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主
的か、行政指導によるものか、法制度に基づくものか

法的強制力のはない自主モニタリングが導入される

企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、
EPは消費者に公開されているか、行政によるEPの評価がなさ
れているか

行われていない

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を
構築しているか

業界団体はあるが、協力関係は不明
商工会議所には環境小委員会が設置されていると報告されて
いる

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験を
シェアする仕組みがあるか

ない

企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的
助言等をする制度があるか

Provintial Sustainable Development Fundの制度はある
が、実施されていない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の 小化やクリーン・テクノ
ロジー等）を推進する計画が作成され、実行されているか

未調査 欧米のBAT技術に基づいた排水基準を設定している場
合は、遵守することは困難である(3-1-3参照)。

市民に情報発信がされているか Pak-EPAのHPはある

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか 導入されていない

1-2 「(2) 中央行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(3) 地方行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

1-2 「(6) 企業の環境管理システム」に係る「確認するべき事
項」と同じ

1-6 「(30) 環境教育・環境学習」に係る「確認するべき事項」
と同じ

1-7 自国における、水環境管理の科学的知見を持つ人材が把握さ
れ、リストアップされているか

人材のリストアップは行われていない

大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがある
か、セミナー、ワークショップの実施等

一部の大学では企業のコンサルタント的役割を果たしている

研究成果としての対策技術情報が公開されているか 未調査

人材とその能力を動員する仕組みがあるか 未調査

開発途上国では中小企業が多くを占めることから、
公害防止対策を奨励する制度があり、実行されてい
るか。

知
識
・
技
能

個

人

通常、対策実施の現場は地方であるので、執行権限は地
方自治体に委譲されている。わが国の環境基本法、水質
汚濁防止法等の条文を参照し、「国は」・「政府は」・「環境
大臣は」とされているものと、「都道府県知事は」・「地方公
共団体は」・「市町村は」とされているものとを確認すると、
わが国の法的枠組みにおける中央と地方の役割・責任分
担が理解できる。

地方の環境政策の責任を果たしているかを、モニタ
リング ⇒ 評価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施、で表
される環境管理の4プロセスを考えながら確認する。

中央と地方の役割分担が明確で、双方が責任を果た
しているか。

一般的に、水質汚濁対策の優先度は低いので、政策
決定者の理解と支援が得られるかどうかが鍵とな
る。

問題解決のために必要となる手段（事業費の確保、
予算の配分変更、執行体制）とリンクして問題を認
識しているか。

国が、環境政策をリードする責任を果たしている
か、総体として把握する。

個々の人材の能力を評価することには困難が伴い、
また個々人の能力が所属する組織の能力を総体とし
て体現するものではないことに留意が必要。
案件形成、事前調査、協力開始後の初期段階にキャ
パシティ・アセスメントを共同で行うに際して、
個々人の能力を測定・評価するというよりも、どの
程度、問題意識・解決能力を有する人材が存在する
かの定性的な評価により、技術協力実施における中
心的な対象となりうる人材を見出すことが現実的な
方法となる。

水質汚濁を概念的・感覚的に捉えているのではな
く、デ－タとその解析結果を基に把握しているか。

概念的・感覚的に捉えているだけでは、その対策や
困難さも理解できない。

組織図や職員数から行政の人材・能力を定量的に判
定することは、その道の専門家以外には難しいと思
われる。したがって、本表の「確認するべき事項」
に記されている様々な現状・実績・パフォーマンス
から、人的資産の総体としてのキャパシティを定性
的に認識する。

企業の生産活動は経済発展に必要である一方、水環
境管理の面から捉えると大きな汚染源でもある。わ
が国は激しい水質汚濁を発生させた後にその対応を
行い、その結果として、対策費用、被害がより大き
くなったという公害経験を有している。
対策のタイミングの遅れによる被害の甚大化、高額
な対策費用の発生等を回避し、環境を守りながら経
済発展するためには、企業の環境管理システムの形
成と連携が重要である。そのような枠組み、対策が
機能しているか。

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(1) 個々の人材の能力

(2) 中央行政の組織
 　  以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
　  　明確化
     ・他の組織との連携

（3) 地方行政の組織
      以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
       明確化
     ・他の組織との連携

(6) 企業の環境管理能力
     以下のサブ目標を含む
     ・規制の適切な運用の
       ためのシステム開発
　　 ・企業の環境管理システム
       の形成と強化

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織

人

的

資

産

(7) 行政 (中央、地方) の人材・
     能力

組

織

形

態
・
マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

(8) 企業の人材・能力

(9) 市民の人材・能力

(10) 大学等研究機関の
       人材・能力
　　以下のサブ目標を含む
　　・行政･企業･市民への情報提供
　 　 働きかけの強化

（4) 水質汚濁の問題点と
　　 その要因の把握

（5) 政策決定者の意識
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 コメント／備考

1-4 公共用水域(地下水を含む)の常時監視が、法令で定められて
いるか

環境法は環境モニタリングの実施を規定しているが、常時監
視までは求めていない

水質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するかが
明確になっているか

同上

測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表
等が定められているか

環境モニタリング計画自体がない

1-1
1-4

公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められてい
るとすれば、それが実施されているか

N.A.

  モニタリングのデータベースがあるか N.A.

モニタリングデータを解析するグループがいるか N.A.

モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されて
いるか

N.A.

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐
えうるか

信頼性は低い

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポー
トにされ、水質管理の強化に活用されているか

水質汚濁のデータは2001年JICA・OECCが実施した調査結果以
外なく、当該結果は報告書に引用されるのみ

環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係
省庁会議等の横断的調整メカニズムに提示されているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されているが、関係各省に提示されているかどうか要確認

工場･事業場から排水する場合は、届出るように定められて
いるか

未調査

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定
められているか

定められている

行政の長は、排出基準に適合しない排水を排出するおそれの
ある者に対し、改善命令や排出停止命令ができるか

可能

工場･事業場から排水を排出する者は、排水の汚染状況を測
定し、記録しておくように定められているか

定められていない

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか 未調査

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、
適切な指導をしているか

苦情対応として行っている

行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰
 金）の状況が取りまとめられているか

まとめられている

汚濁排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを水質
管理に活用しているか

データベース化されていない

河川ごとに主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚
染物質の種類や量を把握して、汚染地図が作製されているか

汚染地図は作製されていない

水質汚染の重点地域、重点企業が把握されているか 把握されている

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の 小化、クリーン・テクノ
ロジーの導入等）を推進・支援する計画が作成され、実行さ
れているか

排水処理上を備えた工場団地を造成し、移転を推進している

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準
といえるか

排水基準は日本のものと同レベルであるが、全く遵守されて
いないので妥当性については判断できない

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う
体制、対策のマニュアル等が整備されているか

ない

1-4 環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供され
ているか

ない

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握さ
れ、その情報が環境報告書、Webサイト等で住民に提供され
ているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されているが、JICA・OECCの調査結果が引用されているの
み

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか ない

1-4 水環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績 主要河川の汚染調査実施されている

1-7 環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的
基盤をもつNGOs等が、行政の支援部隊となっているか

Panjub州では、EPAが測定できない分析項目を地元大学が分
析している

科学的知見を水質汚濁防止の戦略的対策に活用しているか 活用していない

水環境に関する学会があり、活動しているか 未調査

関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか 未調査

1-2 どのようなマニュアルがあり活用されているか、例えば 分析マニュアルはある

1-4 水環境の監視、モニタリングデ－タの解析 ない

発生源(工場･事業場)の監視 Pak-EPAが作成した工場立ち入り調査マニュアルがある

企業の環境管理 ない

健康影響のある汚染物質が、河川等へ排出された場合の緊急
対応

ない

1-3 地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用に
ついて、国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個
別法で定められているか

未調査

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか 未調査

1-3 対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実
績があるか、その努力をしているか

未調査

対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する
財務計画を作成しているか

未調査

財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか 未調査

1-3 運営・維持管理の組織があるか 未調査

汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されてい
るか

未調査

地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を
条例等で定めているか

未調査

対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の
収支を明確にしているか

未調査

地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めてい
るか

未調査

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか 未調査

施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は
何か

未調査

担当する組織が明確か 未調査

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか 未調査

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることか
ら取り組ん るか雨水排除施設の状況 都市部は排水溝に取水されている。地方については未調査

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか 未調査

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりし
ていないか

未調査

各施設のインベントリーが整理されているか されていない

施設の稼働状況が把握されているか されていない

1-4 中央・地方で水質監視等に必要なラボが整備されているか 各環境庁にラボはある

地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなさ
れているか

行われていない

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理さ
れているか（表A5-2参照）

機材は配備されたが、維持管理は今後の課題

キャパシティ・アセスメント
の対象項目
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織

1-1
1-4

施設整備の事業費が確保される見込みがない状態で
は、たとえ調査結果がフィージブルであっても実施
できないおそれが大きい。
水質汚濁防止施設の整備は借入金だけで実施するこ
とはできない。無理に実施しても維持運営すること
は難しい。

わが国では、水質汚濁防止法で常時監視が定めら
れ、都道府県の知事が計画作成、監視、結果の公
表、環境大臣への報告を行うことになっている。

形だけの監視か、実効性のある監視か。

わが国の環境省や都道府県のWebサイトで、水環境
に関して提供されている情報の種類、量、精度を確
認し、それと比較するとよい。

(21) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・水質分析・検査能力
        の向上

わが国では、水質汚濁防止法で届出、排出水の制
限、改善命令、排水の汚染状況測定等が定められて
いる。

形だけの対応か、実効性のある対応か。

開発途上国では小規模工場が多く、その発生源対策
が鍵になる。

小規模工場では、技術力・資金力がなく、規制を順
守できない場合も多いので、企業の技術力、資金
力、人材能力を段階的に強化する仕組みになってい
るか。

特に、工場・事業場からの排水について、監視・改
善命令・指導等が伴っていない状態で下水道を作れ
ば、排水を受け入れた下水処理場が事業場として扱
われ、下水道側が責任を負う。

法令を実行できる施設・機材が整っており、維持管
理費が確保されているか。

(16) 水環境管理に係る
       マニュアル
　　  以下のサブ目標を含む
　　   ・行政担当官の能力向上

(14) 環境情報の整備と提供

(15) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　提供、働きかけの強化

わが国の環境省や都道府県のWebサイトで、水環境
に関して提供されている情報の種類と精度を確認
し、それと比較するとよい。

組織として標準化されているか、実務に活用されて
いるか。マニュアルがあっても古かったり、役立っ
ていなかったりでは意味がない。

開発途上国では調査・研究が少ないので、産・官・
学を巻き込んだ国レベルの環境問題への取り組み、
環境科学に裏打ちされた環境行政を行う基盤がある
か確認する。

水質汚濁防止対策事業は、効果の発現に長期間に渡
る継続的な実施が必要である。財政基盤の弱い地方
自治体の事業は、国による財政支援の内容、対象、
条件等が明確になっていなければ、途中で挫折す
る。

施設の状況が不明確で、実態を把握していないケ－
スでは、施設の運営・維持管理の問題点も把握して
いない。

水路や下水管がゴミ捨て場のようになり、行政や住民が
自助努力もせずに、下水や雨水排除、汚濁のひどさを訴
えられても、問題解決の見込みはない。

中小都市では、多くの場合収支が不明確で、運営の
実態が把握できない。このようなケ－スでは、仮に
事業を実施しても、後で財務的に問題が生じる。

既存施設が適正に維持管理されていない状態のまま
多大な追加投資をしても、維持管理費がさらに増加
することになり耐えられない。

一般的に、水質汚濁防止施設の運営・維持管理の優
先順位はかなり低い。予算不足の際は、真っ先に維
持管理費を削るので、施設が朽ち果てている場合は
要注意である。

知
　
　
　
　
的
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
産

(17) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(18) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(12) 水環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・水質モニタリング体制の構築・
　　　　精度の向上
　　　・水質デ－タの蓄積・活用の
　　　　推進と情報公開
　　　・規制の適切な運用のための
　　　  システム開発

(13) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

(11) 公共用水域の
      水質測定計画

(19) 施設（下水処理場？）維持管理
費
       以下のサブ目標を含む
        ・汚染者負担原則の適用
        ・適正な費用負担の方法

物

的

資

産

(20) 現有の水質汚濁防止施設
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 コメント／備考

1-1 基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体
系が整っているか

基本法以外ない

基本理念が定められているか 環境法に定められている

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっている
か

環境法は、何人もNEQSを超える排出を行ってはならないと規
定している

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか 環境法に定められている

1-1 工場・事業場から公共用水域に排水する場合に、届け出るよ
うになっているか

未調査

工場・事業場から排水基準に適合しない排水を排出しないよ
うに命ずることができるか

できる

工場・事業場から排水・廃液により、人の健康に被害が生じ
た場合、事業者の損害賠償責任について定めているか

未調査

生活排水対策を堆進することによつて、公共用水域(地下水
含む)の水質汚濁の防止を図るようになっているか

下水処理場建設計画はあるが具体的な実施計画はない

汚濁対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が
整っているか

ない

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の
「ムチ」が定めてあるか

「アメ」がない

1-1 環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基
準と、生活環境を保全する上で維持されるべき基準に分かれ
ているか

環境基準がない

生活環境を保全する上で維持されるべき基準は、河川、湖
沼、海域ごとの利水目的に応じ、複数の類型を設けて基準が
設定されているか

環境基準がない

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか 環境基準がない

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か 環境基準がない

1-1 排水基準には、生活環境の保全に関する項目、人の健康の保
護に関する項目が含まれているか

含まれている

一律の排水基準か、地方自治体が上乗せ規制ができるか 可能である

排水基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵
守させるために妥当な水準か

日本の廃水基準と比較し妥当と思われる 欧米のBAT技術に基づいた排水基準を設定している場合
は、遵守することは困難である(3-1-3参照)。

1-1 国レベルで、水質汚濁改善の計画(プログラム）、例えば全
国水質改善対策推進計画が作成されているか

作成されていない

水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約
が示されているか

要調査

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備によ
り実施されていないか

要調査

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り
込まれているか

要調査

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか 要調査

1-1 地方レベルで、水質管理計画が作成されているか 要調査

主な企業と公害防止協定を締結しているか 公害防止協定に準じた制度はない

計画策定手法、水質デ－タ解析手法等が、組織として標準化
されているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

流域の総合的管理の考え方があるか ない

対象水域の水質保全計画が策定されているか 要調査

下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備
計画があるか

Master Plan For Urban Waste Water Management 2002が策
定されている

対象地域の道路状況、アクセス N.A.

家屋の密集度、人口密度 N.A.

対象地域の上水道整備範囲、普及率 N.A.

対象地域の通信手段と普及率 N.A.

インターネット普及状況 N.A.

1-6 水環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をして
いるか

未調査

水環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがあるか ない

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報
を共有しているか

共有していない

市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか 未調査

市民が水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源へ
の働きかけを強化しているか

未調査

1-6 水質汚濁問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベル
で、環境状況報告書が作成され公開されているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されている

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか 未調査

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善
に取り組んでいるか

未調査

リーダー養成に取り組んでいるか 未調査

ネットワークが形成されているか 未調査

学校で環境教育に取り組んでいるか 未調査

1-5 信頼できる水質分析会社が成長しているか 国の認証を受けた分析会社はあるが信頼性は不明

環境コンサルタントが成長しているか 認証分析機関が増加している

水質汚濁関連のコンサルティング企業(クリーナープロダク
ション、節水技術等)が成長しているか

オランダの支援で実施されているが成果については未調査

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理
者、環境計量士等)が導入されているか

技術力認定制度は導入されていない

出所：岩堀作成

企業は、自社で処理施設の設計製作、運転管理、排
出モニタリング等ができないので、民間の環境コン
サルタントの成長が必要である。

市民は水質汚濁において被害者であると同時に加害
者でもある存在だが、市民一人一人が問題解決に取
り組むと同時に、被害を回避することが重要であ
る。

水環境管理は行政の努力だけで解決するわけではな
く、あらゆる主体が参加することにより、行政、企
業により良い環境対応を促すことが期待される。

排水基準がない、あっても妥当な水準ではないとす
れば、実効ある水質汚濁防止対策の計画策定や実施
は難しい。

開発途上国において先進国レベルの環境法体系が整
えられていることも多い。しかしそのほとんどは、
欧米先進国の法律や基準等をそのまま取り入れたも
のであり、例えばそれらの法令を担保するための前
提である環境モニタリング体制も不十分な状況で
は、法律はあっても環境規制の実行段階ではうまく
機能しない。
わが国の法体系が開発途上国にとっても 適という
ことではないが、少なくとも、わが国の水環境管理
に係る法令とその構成を把握し、その仕組みを理解
する必要がある。それによって、相手国の法体系が
現状を反映した実効性があるものか、確認する。

一般的に、開発途上国では水環境管理の優先度は低
いので、水環境管理について、国としてのコミット
メントが明示され、他の課題との比較において高い
優先順が確保されているかが重要である。
それがなければ、対象都市が事業を実施する場合
に、国からの支援は受けられない。

水質汚濁防止に係る基礎インフラ状況、情報開示、情報
へのアクセスなどを把握する。

環境管理の4プロセスである、モニタリング ⇒ 評
価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施、を考えながら確
認する。

わが国の基準を開発途上国に当てはめるのは好まし
くないという意見もあるが、その構成と考え方を認
識するためには役立つ。表A3-2を参照のこと。

環境基準は環境保全行政上の目標で、人の健康を保
護し、生活環境を保全する上で維持されることが望
ましい基準であり、多くの国に当てはまる。

法

制

度

(29) コミュニティの環境管理
      能力

(25) 実行ある法制度の整備 4
     (排水基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

キャパシティ・アセスメント
の対象項目
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（31) 環境関連企業の振興
       以下のサブ目標を含む
       ・環境管理への企業参入推進・
         環境保全産業の振興

(30) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・水環境保全への意識啓発

(28) 基礎インフラ

制

度
・
社

会

シ

ス

テ

ム

(24) 実行ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

イ
ン
フ
ラ

基

準

(26) 水管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(27) 水質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

政

策
・
政

治

(22) 実行ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(23) 実行ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発
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表 A3-4　キャパシティ・アセスメントのチェックリスト（NWFP-EPA） 未調査

表の説明

本表は、表 A3-3で抽出されたキャパシティ・アセスメントの対象項目について、確認するべき事項の例とコメント／備考を示したものである。

視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 調査結果 コメント／備考

1-2 特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技
能、技術レベル

Pak-EPAのラボ技術者とのラボに関する質疑応答の範囲で
は、基礎的な知識は備えている

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 問題意識、責任感は強い

どのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実
施におけるドナーとの意思疎通の方法はどのようなものとな
るか）

英語でコミュニケーション可能だが、専門用語（特に精度関
知）については要確認

1-1
1-2

環境省に相当する組織が存在し、水環境行政の実施組織が
整っているか

連邦および各州に環境行政機関が設置されている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散して
いないか

1999年の大統領令によって飲料水の供給管理は州EPAのの担
当となったが、水質検査はWASA（Water And Sanitation
Agency)も行っている。業務分担については要調査

組織内の職務分掌が明確か 組織図は有。業務分担については要調査

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別
法の制定等

1997年環境基本法が制定された
Panjub州では州法に事業所への立入検査権限について規定が
ある

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、
一律的措置の整備等

排出基準に相当する国家環境基準（National Environmenta
Quality Standard)が制定されている

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

未調査

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ
法令に基づき権限委譲しているか

各州政府に環境庁を設置しており、環境法に基づいた権限が
委譲されている

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執
行能力を向上させる財政措置や技術支援がなされているか

財政支援制度はない

1-1
1-2

地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施して
いるか

州EPAが水環境行政を行っている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散し
ていないか

1999年の大統領令によって飲料水の供給管理は州EPAのの担
当となったが、水質検査はWASA（Water And Sanitation
Agency)も行っている

組織内の職務分掌が明確か 組織図は有。業務分担についても明確になっている

地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になってい
るか、環境基本条例、環境保全条例の制定等

基本姿勢は明確になっている

地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環
境の実状に合ったきめ細かな施策等

州EPAがペットボトル入りの飲料水の水質検査を実施してい
るが、飲料水の水質保全に関する責任はない

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

未調査

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域
の監視、発生源の監視・改善命令・指導等

公共用水の監視は行われていない。発生源についえは、苦情
対応として事業所の立入検査を実施し、改善命令等行政措置
を講じている

1-2 対象水域の水質汚濁の問題点とその推移を、デ－タと解析結
果を示して説明できるか

公共水域の水質モニタリングは実施されていない

水質汚濁による被害状況(水道水源、地下水、農業、漁業
等）を具体的に説明できるか

水道水源（地下水）の汚染状況は説明可能

水質汚濁の要因を特定しており、その対応策と実施するため
の課題を説明できるか

Panjub州では、水道水源（地下水）の汚染に対する課題を報
告書としてまとめている

1-2 トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か EPAがトップに強い働きかけをしている

法令遵守の姿勢があるか これまでの調査ではないと判断する
トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法
令、財政措置に基づいたものか

EPAからのデータに基づいている

環境対策の広報、議会対策をしているか 未調査

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮し
ているか

5EPAのなかでは最もリーダーシップを発揮している

1-1
1-5

企業内環境管理活動（5S、省エネ、CP技術導入、EOP設備、
ISO14000シリーズ認証取得）が導入されているか

導入されていない

企業は行政の技術支援・指導を受け入れる素地があるか 改善命令制度があり、改善命令も出されているが、企業がど
のような対策を講じたかは未調査

同一業種内での経験を共有し、対策を推進する仕組みがある
か

未調査

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報
告されているか

企業による自主モニタリング制度（SMART)が2006年2月から
導入される。モニタリング結果はPak-EPAに報告される

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか 自主モニタリングにおける測定・分析は工程内の監視記録ま
たは第三者によって行われる

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主
的か、行政指導によるものか、法制度に基づくものか

法的強制力のはない自主モニタリングが導入される

企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、
EPは消費者に公開されているか、行政によるEPの評価がなさ
れているか

行われていない

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を
構築しているか

業界団体はあるが、協力関係は不明
商工会議所には環境小委員会が設置されていると報告されて
いる

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験を
シェアする仕組みがあるか

ない

企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的
助言等をする制度があるか

Provintial Sustainable Development Fundの制度はある
が、実施されていない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化やクリーン・テクノ
ロジー等）を推進する計画が作成され、実行されているか

未調査 欧米のBAT技術に基づいた排水基準を設定している場
合は、遵守することは困難である(3-1-3参照)。

市民に情報発信がされているか HP以外の情報発信方法は未調査

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか 導入されていない

1-2 「(2) 中央行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(3) 地方行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

1-2 「(6) 企業の環境管理システム」に係る「確認するべき事
項」と同じ

1-6 「(30) 環境教育・環境学習」に係る「確認するべき事項」
と同じ

1-7 自国における、水環境管理の科学的知見を持つ人材が把握さ
れ、リストアップされているか

把握されていない

大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがある
か、セミナー、ワークショップの実施等

未調査

研究成果としての対策技術情報が公開されているか 未調査

人材とその能力を動員する仕組みがあるか 未調査

(7) 行政 (中央、地方) の人材・
     能力

組

織

形

態
・
マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

(8) 企業の人材・能力

(9) 市民の人材・能力

(10) 大学等研究機関の
       人材・能力
　　以下のサブ目標を含む
　　・行政･企業･市民への情報提供
　 　 働きかけの強化

（4) 水質汚濁の問題点と
　　 その要因の把握

（5) 政策決定者の意識

人

的

資

産

目   　的

使用方法 キャパシティ・アセスメントの対象項目に対して、複数の確認するべき事項が示されており、これによって、現状・実績・パフォーマンスを定性的に把握する。その結果によって、対象項目に対す
るキャパシティが、十分か、不十分か判定する。これは相手国と共同で行うことが望ましい。

(6) 企業の環境管理能力
     以下のサブ目標を含む
     ・規制の適切な運用の
       ためのシステム開発
　　 ・企業の環境管理システム
       の形成と強化

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(1) 個々の人材の能力

(2) 中央行政の組織
 　  以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
　  　明確化
     ・他の組織との連携

（3) 地方行政の組織
      以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
       明確化
     ・他の組織との連携

組織図や職員数から行政の人材・能力を定量的に判
定することは、その道の専門家以外には難しいと思
われる。したがって、本表の「確認するべき事項」
に記されている様々な現状・実績・パフォーマンス
から、人的資産の総体としてのキャパシティを定性
的に認識する。

企業の生産活動は経済発展に必要である一方、水環
境管理の面から捉えると大きな汚染源でもある。わ
が国は激しい水質汚濁を発生させた後にその対応を
行い、その結果として、対策費用、被害がより大き
くなったという公害経験を有している。
対策のタイミングの遅れによる被害の甚大化、高額
な対策費用の発生等を回避し、環境を守りながら経
済発展するためには、企業の環境管理システムの形
成と連携が重要である。そのような枠組み、対策が
機能しているか。

開発途上国では中小企業が多くを占めることから、
公害防止対策を奨励する制度があり、実行されてい
るか。

知
識
・
技
能

個

人

通常、対策実施の現場は地方であるので、執行権限は地
方自治体に委譲されている。わが国の環境基本法、水質
汚濁防止法等の条文を参照し、「国は」・「政府は」・「環境
大臣は」とされているものと、「都道府県知事は」・「地方公
共団体は」・「市町村は」とされているものとを確認すると、
わが国の法的枠組みにおける中央と地方の役割・責任分
担が理解できる。

地方の環境政策の責任を果たしているかを、モニタ
リング ⇒ 評価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施、で表
される環境管理の4プロセスを考えながら確認する。

中央と地方の役割分担が明確で、双方が責任を果た
しているか。

一般的に、水質汚濁対策の優先度は低いので、政策
決定者の理解と支援が得られるかどうかが鍵とな
る。

問題解決のために必要となる手段（事業費の確保、
予算の配分変更、執行体制）とリンクして問題を認
識しているか。

国が、環境政策をリードする責任を果たしている
か、総体として把握する。

個々の人材の能力を評価することには困難が伴い、
また個々人の能力が所属する組織の能力を総体とし
て体現するものではないことに留意が必要。
案件形成、事前調査、協力開始後の初期段階にキャ
パシティ・アセスメントを共同で行うに際して、
個々人の能力を測定・評価するというよりも、どの
程度、問題意識・解決能力を有する人材が存在する
かの定性的な評価により、技術協力実施における中
心的な対象となりうる人材を見出すことが現実的な
方法となる。

水質汚濁を概念的・感覚的に捉えているのではな
く、デ－タとその解析結果を基に把握しているか。

概念的・感覚的に捉えているだけでは、その対策や
困難さも理解できない。

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 コメント／備考

1-4 公共用水域(地下水を含む)の常時監視が、法令で定められて
いるか

環境法は環境モニタリングの実施を規定しているが、常時監
視までは求めていない

水質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するかが
明確になっているか

同上

測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表
等が定められているか

環境モニタリング計画自体がない

1-1
1-4

公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められてい
るとすれば、それが実施されているか

N.A.

  モニタリングのデータベースがあるか N.A.

モニタリングデータを解析するグループがいるか N.A.

モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されて
いるか

N.A.

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐
えうるか

未確認

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポー
トにされ、水質管理の強化に活用されているか

未調査

環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係
省庁会議等の横断的調整メカニズムに提示されているか

州の環境レポートは作成されている

工場･事業場から排水する場合は、届出るように定められて
いるか

未調査

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定
められているか

定められている

行政の長は、排出基準に適合しない排水を排出するおそれの
ある者に対し、改善命令や排出停止命令ができるか

可能

工場･事業場から排水を排出する者は、排水の汚染状況を測
定し、記録しておくように定められているか

定められていない

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか 未調査

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、
適切な指導をしているか

苦情対応として行っている

行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰
 金）の状況が取りまとめられているか

まとめられている

汚濁排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを水質
管理に活用しているか

データベース化されていない

河川ごとに主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚
染物質の種類や量を把握して、汚染地図が作製されているか

汚染地図は作製されていない

水質汚染の重点地域、重点企業が把握されているか 把握されている

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化、クリーン・テクノ
ロジーの導入等）を推進・支援する計画が作成され、実行さ
れているか

未調査

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準
といえるか

排水基準は日本のものと同レベルである。

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う
体制、対策のマニュアル等が整備されているか

ない

1-4 環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供され
ているか

ない

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握さ
れ、その情報が環境報告書、Webサイト等で住民に提供され
ているか

報告書は作成されているが、住民への開示は行われていない

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか 要調査

1-4 水環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績 要調査

1-7 環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的
基盤をもつNGOs等が、行政の支援部隊となっているか

Panjub州では、EPAが測定できない分析項目を地元大学が分
析している

科学的知見を水質汚濁防止の戦略的対策に活用しているか 未調査

水環境に関する学会があり、活動しているか 未調査

関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか 未調査

1-2 どのようなマニュアルがあり活用されているか、例えば 未調査

1-4 水環境の監視、モニタリングデ－タの解析 未調査

発生源(工場･事業場)の監視 Pak-EPAが作成した工場立ち入り調査マニュアルがある

企業の環境管理 未調査

健康影響のある汚染物質が、河川等へ排出された場合の緊急
対応

未調査

1-3 地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用に
ついて、国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個
別法で定められているか

未調査

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか 未調査

1-3 対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実
績があるか、その努力をしているか

未調査

対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する
財務計画を作成しているか

未調査

財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか 未調査

1-3 運営・維持管理の組織があるか 未調査

汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されてい
るか

未調査

地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を
条例等で定めているか

未調査

対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の
収支を明確にしているか

未調査

地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めてい
るか

未調査

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか 未調査

施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は
何か

未調査

担当する組織が明確か 未調査

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか 未調査

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることか
ら取り組んでいるか

未調査

雨水排除施設の状況 未調査

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか 未調査

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりし
ていないか

未調査

各施設のインベントリーが整理されているか 未調査

施設の稼働状況が把握されているか 未調査

1-4 中央・地方で水質監視等に必要なラボが整備されているか 各環境庁にラボはある

地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなさ
れているか

要調査

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理さ
れているか（表A5-2参照）

要調査

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(11) 公共用水域の
      水質測定計画

(19) 施設（下水処理場？）維持管理
費
       以下のサブ目標を含む
        ・汚染者負担原則の適用
        ・適正な費用負担の方法

物

的

資

産

知
　
　
　
　
的
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
産

(17) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(18) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(12) 水環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・水質モニタリング体制の構築・
　　　　精度の向上
　　　・水質デ－タの蓄積・活用の
　　　　推進と情報公開
　　　・規制の適切な運用のための
　　　  システム開発

(13) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

わが国では、水質汚濁防止法で常時監視が定めら
れ、都道府県の知事が計画作成、監視、結果の公
表、環境大臣への報告を行うことになっている。

形だけの監視か、実効性のある監視か。

わが国の環境省や都道府県のWebサイトで、水環境
に関して提供されている情報の種類、量、精度を確
認し、それと比較するとよい。

水路や下水管がゴミ捨て場のようになり、行政や住民が
自助努力もせずに、下水や雨水排除、汚濁のひどさを訴
えられても、問題解決の見込みはない。

中小都市では、多くの場合収支が不明確で、運営の
実態が把握できない。このようなケ－スでは、仮に
事業を実施しても、後で財務的に問題が生じる。

既存施設が適正に維持管理されていない状態のまま
多大な追加投資をしても、維持管理費がさらに増加
することになり耐えられない。

一般的に、水質汚濁防止施設の運営・維持管理の優
先順位はかなり低い。予算不足の際は、真っ先に維
持管理費を削るので、施設が朽ち果てている場合は
要注意である。

わが国の環境省や都道府県のWebサイトで、水環境
に関して提供されている情報の種類と精度を確認
し、それと比較するとよい。

組織として標準化されているか、実務に活用されて
いるか。マニュアルがあっても古かったり、役立っ
ていなかったりでは意味がない。

開発途上国では調査・研究が少ないので、産・官・
学を巻き込んだ国レベルの環境問題への取り組み、
環境科学に裏打ちされた環境行政を行う基盤がある
か確認する。

水質汚濁防止対策事業は、効果の発現に長期間に渡
る継続的な実施が必要である。財政基盤の弱い地方
自治体の事業は、国による財政支援の内容、対象、
条件等が明確になっていなければ、途中で挫折す
る。

施設の状況が不明確で、実態を把握していないケ－
スでは、施設の運営・維持管理の問題点も把握して
いない。

1-1
1-4

施設整備の事業費が確保される見込みがない状態で
は、たとえ調査結果がフィージブルであっても実施
できないおそれが大きい。
水質汚濁防止施設の整備は借入金だけで実施するこ
とはできない。無理に実施しても維持運営すること
は難しい。

(20) 現有の水質汚濁防止施設

(21) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・水質分析・検査能力
        の向上

わが国では、水質汚濁防止法で届出、排出水の制
限、改善命令、排水の汚染状況測定等が定められて
いる。

形だけの対応か、実効性のある対応か。

開発途上国では小規模工場が多く、その発生源対策
が鍵になる。

小規模工場では、技術力・資金力がなく、規制を順
守できない場合も多いので、企業の技術力、資金
力、人材能力を段階的に強化する仕組みになってい
るか。

特に、工場・事業場からの排水について、監視・改
善命令・指導等が伴っていない状態で下水道を作れ
ば、排水を受け入れた下水処理場が事業場として扱
われ、下水道側が責任を負う。

法令を実行できる施設・機材が整っており、維持管
理費が確保されているか。

(16) 水環境管理に係る
       マニュアル
　　  以下のサブ目標を含む
　　   ・行政担当官の能力向上

(14) 環境情報の整備と提供

(15) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　提供、働きかけの強化
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 コメント／備考

1-1 基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体
系が整っているか

基本法以外ない

基本理念が定められているか 環境法に定められている

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっている
か

環境法は、何人もNEQSを超える排出を行ってはならないと規
定している

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか 環境法に定められている

1-1 工場・事業場から公共用水域に排水する場合に、届け出るよ
うになっているか

未調査

工場・事業場から排水基準に適合しない排水を排出しないよ
うに命ずることができるか

できる

工場・事業場から排水・廃液により、人の健康に被害が生じ
た場合、事業者の損害賠償責任について定めているか

未調査

生活排水対策を堆進することによつて、公共用水域(地下水
含む)の水質汚濁の防止を図るようになっているか

未調査

汚濁対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が
整っているか

未調査

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の
「ムチ」が定めてあるか

未調査

1-1 環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基
準と、生活環境を保全する上で維持されるべき基準に分かれ
ているか

環境基準はない

生活環境を保全する上で維持されるべき基準は、河川、湖
沼、海域ごとの利水目的に応じ、複数の類型を設けて基準が
設定されているか

N.A.

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか N.A.

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か N.A.

1-1 排水基準には、生活環境の保全に関する項目、人の健康の保
護に関する項目が含まれているか

含まれている

一律の排水基準か、地方自治体が上乗せ規制ができるか 可能である

排水基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵
守させるために妥当な水準か

日本の廃水基準と比較し妥当と思われる 欧米のBAT技術に基づいた排水基準を設定している場合
は、遵守することは困難である(3-1-3参照)。

1-1 国レベルで、水質汚濁改善の計画(プログラム）、例えば全
国水質改善対策推進計画が作成されているか

作成されていない

水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約
が示されているか

要調査

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備によ
り実施されていないか

要調査

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り
込まれているか

要調査

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか 要調査

1-1 地方レベルで、水質管理計画が作成されているか 要調査

主な企業と公害防止協定を締結しているか 公害防止協定に準じた制度はない

計画策定手法、水質デ－タ解析手法等が、組織として標準化
されているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

流域の総合的管理の考え方があるか ない

対象水域の水質保全計画が策定されているか 要調査

下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備
計画があるか

Master Plan For Urban Waste Water Management 2002が策
定されている

対象地域の道路状況、アクセス N.A.

家屋の密集度、人口密度 N.A.

対象地域の上水道整備範囲、普及率 N.A.

対象地域の通信手段と普及率 N.A.

インターネット普及状況 N.A.

1-6 水環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をして
いるか

未調査

水環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがあるか 未調査

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報
を共有しているか

未調査

市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか 未調査

市民が水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源へ
の働きかけを強化しているか

未調査

1-6 水質汚濁問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベル
で、環境状況報告書が作成され公開されているか

State of Environemnt 2005 のドラフトがPak-EPAのHPで公
開されている

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか 未調査

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善
に取り組んでいるか

未調査

リーダー養成に取り組んでいるか 未調査

ネットワークが形成されているか 未調査

学校で環境教育に取り組んでいるか 未調査

1-5 信頼できる水質分析会社が成長しているか 国の認証を受けた分析会社はあるが信頼性は不明

環境コンサルタントが成長しているか 未調査

水質汚濁関連のコンサルティング企業(クリーナープロダク
ション、節水技術等)が成長しているか

オランダの支援で実施されているが成果については未調査

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理
者、環境計量士等)が導入されているか

技術力認定制度は導入されていない

出所：岩堀作成

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(22) 実行ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(23) 実行ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

イ
ン
フ
ラ

基

準

(26) 水管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(27) 水質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

政

策
・
政

治

(29) コミュニティの環境管理
      能力

(25) 実行ある法制度の整備 4
     (排水基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

制

度
・
社

会

シ

ス

テ

ム

(24) 実行ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

社

会

組

織

法

制

度

（31) 環境関連企業の振興
       以下のサブ目標を含む
       ・環境管理への企業参入推進・
         環境保全産業の振興

(30) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・水環境保全への意識啓発

(28) 基礎インフラ

わが国の基準を開発途上国に当てはめるのは好まし
くないという意見もあるが、その構成と考え方を認
識するためには役立つ。表A3-2を参照のこと。

環境基準は環境保全行政上の目標で、人の健康を保
護し、生活環境を保全する上で維持されることが望
ましい基準であり、多くの国に当てはまる。

水質汚濁防止に係る基礎インフラ状況、情報開示、情報
へのアクセスなどを把握する。

環境管理の4プロセスである、モニタリング ⇒ 評
価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施、を考えながら確
認する。

企業は、自社で処理施設の設計製作、運転管理、排
出モニタリング等ができないので、民間の環境コン
サルタントの成長が必要である。

市民は水質汚濁において被害者であると同時に加害
者でもある存在だが、市民一人一人が問題解決に取
り組むと同時に、被害を回避することが重要であ
る。

水環境管理は行政の努力だけで解決するわけではな
く、あらゆる主体が参加することにより、行政、企
業により良い環境対応を促すことが期待される。

排水基準がない、あっても妥当な水準ではないとす
れば、実効ある水質汚濁防止対策の計画策定や実施
は難しい。

開発途上国において先進国レベルの環境法体系が整
えられていることも多い。しかしそのほとんどは、
欧米先進国の法律や基準等をそのまま取り入れたも
のであり、例えばそれらの法令を担保するための前
提である環境モニタリング体制も不十分な状況で
は、法律はあっても環境規制の実行段階ではうまく
機能しない。
わが国の法体系が開発途上国にとっても最適という
ことではないが、少なくとも、わが国の水環境管理
に係る法令とその構成を把握し、その仕組みを理解
する必要がある。それによって、相手国の法体系が
現状を反映した実効性があるものか、確認する。

一般的に、開発途上国では水環境管理の優先度は低
いので、水環境管理について、国としてのコミット
メントが明示され、他の課題との比較において高い
優先順が確保されているかが重要である。
それがなければ、対象都市が事業を実施する場合
に、国からの支援は受けられない。
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表 A3-4　キャパシティ・アセスメントのチェックリスト（Balochistan-EPA）

表の説明

本表は、表 A3-3で抽出されたキャパシティ・アセスメントの対象項目について、確認するべき事項の例とコメント／備考を示したものである。

視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 調査結果 コメント／備考

1-2 特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技
能、技術レベル

Pak-EPAのラボ技術者とのラボに関する質疑応答の範囲
では、基礎的な知識は備えている

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 未調査

どのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実
施におけるドナーとの意思疎通の方法はどのようなものとな
るか）

英語でコミュニケーション可能だが、専門用語（特に
精度関知）については要確認

1-1
1-2

環境省に相当する組織が存在し、水環境行政の実施組織が
整っているか

連邦および各州に環境行政機関が設置されている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散して
いないか

1999年の大統領令によって飲料水の供給管理は州EPAの
の担当となったが、水質検査はWASA（Water And
Sanitation Agency)も行っている。業務分担について
は要調査

組織内の職務分掌が明確か 組織図は有。業務分担については要調査

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別
法の制定等

1997年環境基本法が制定された
Panjub州では州法に事業所への立入検査権限について
規定がある

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、
一律的措置の整備等

排出基準に相当する国家環境基準（National
Environmenta Quality Standard)が制定されている

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

未調査

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ
法令に基づき権限委譲しているか

各州政府に環境庁を設置しており、環境法に基づいた
権限が委譲されている

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執
行能力を向上させる財政措置や技術支援がなされているか

財政支援制度はない

1-1
1-2

地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施して
いるか

州EPAが水環境行政を行っている

水環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散し
ていないか

1999年の大統領令によって飲料水の供給管理は州EPAの
の担当となったが、水質検査はWASA（Water And
Sanitation Agency)も行っている

組織内の職務分掌が明確か 組織図は有。業務分担を記載した書面はない

地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になってい
るか、環境基本条例、環境保全条例の制定等

未調査

地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環
境の実状に合ったきめ細かな施策等

州EPAが飲料水の水質検査を実施しているが、飲料水の
水質保全に関する責任はない

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調
整メカニズムがあるか

未調査

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域
の監視、発生源の監視・改善命令・指導等

公共用水の監視は行われていない。発生源についえ
は、苦情対応として事業所の立入検査を実施し、改善
命令等行政措置を講じている

1-2 対象水域の水質汚濁の問題点とその推移を、デ－タと解析結
果を示して説明できるか

公共水域の水質モニタリングは実施されていない

水質汚濁による被害状況(水道水源、地下水、農業、漁業
等）を具体的に説明できるか

水道水源（地下水）の汚染状況は説明可能

水質汚濁の要因を特定しており、その対応策と実施するため
の課題を説明できるか

Panjub州では、水道水源（地下水）の汚染に対する課
題を報告書としてまとめている

1-2 トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か 未調査

法令遵守の姿勢があるか これまでの調査ではないと判断する
トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法
令、財政措置に基づいたものか

未調査

環境対策の広報、議会対策をしているか 未調査

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮し
ているか

未調査

1-1
1-5

企業内環境管理活動（5S、省エネ、CP技術導入、EOP設備、
ISO14000シリーズ認証取得）が導入されているか

Panjub州の民間分析機関ではISO17025申請中

企業は行政の技術支援・指導を受け入れる素地があるか 企業によっては、有。Islamabad郊外のセメント工場は
粉塵対策としてＥＳＰからバグフィルターに切り替え
中であった

同一業種内での経験を共有し、対策を推進する仕組みがある
か

セメント業界の場合、技術的な交流はない。

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報
告されているか

企業による自主モニタリング制度（SMART)が2006年2月
から導入される。モニタリング結果はPak-EPAに報告さ
れる

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか 自主モニタリングにおける測定・分析は工程内の監視
記録または第三者によって行われる

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主
的か、行政指導によるものか、法制度に基づくものか

法的強制力のはない自主モニタリングが導入される

企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、
EPは消費者に公開されているか、行政によるEPの評価がなさ
れているか

行われていない

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を
構築しているか

業界団体はあるが、協力関係は不明

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験を
シェアする仕組みがあるか

ない

企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的
助言等をする制度があるか

Provintial Sustainable Development Fundの制度はあ
るが、実施されていない

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の最小化やクリーン・テクノ
ロジー等）を推進する計画が作成され、実行されているか

未調査 欧米のBAT技術に基づいた排水基準を設定している場
合は、遵守することは困難である(3-1-3参照)。

市民に情報発信がされているか Pak-EPAのHPはある

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか 導入されていない

1-2 「(2) 中央行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

「(3) 地方行政の組織」に係る「確認するべき事項」と同じ

1-2 「(6) 企業の環境管理システム」に係る「確認するべき事
項」と同じ

1-6 「(30) 環境教育・環境学習」に係る「確認するべき事項」
と同じ

1-7 自国における、水環境管理の科学的知見を持つ人材が把握さ
れ、リストアップされているか

未調査

大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがある
か、セミナー、ワークショップの実施等

未調査

研究成果としての対策技術情報が公開されているか 未調査

人材とその能力を動員する仕組みがあるか 未調査

個々の人材の能力を評価することには困難が伴い、
また個々人の能力が所属する組織の能力を総体とし
て体現するものではないことに留意が必要。
案件形成、事前調査、協力開始後の初期段階にキャ
パシティ・アセスメントを共同で行うに際して、
個々人の能力を測定・評価するというよりも、どの
程度、問題意識・解決能力を有する人材が存在する
かの定性的な評価により、技術協力実施における中
心的な対象となりうる人材を見出すことが現実的な
方法となる。

水質汚濁を概念的・感覚的に捉えているのではな
く、デ－タとその解析結果を基に把握しているか。

概念的・感覚的に捉えているだけでは、その対策や
困難さも理解できない。

知
識
・
技
能

個

人

通常、対策実施の現場は地方であるので、執行権限は地
方自治体に委譲されている。わが国の環境基本法、水質
汚濁防止法等の条文を参照し、「国は」・「政府は」・「環境
大臣は」とされているものと、「都道府県知事は」・「地方公
共団体は」・「市町村は」とされているものとを確認すると、
わが国の法的枠組みにおける中央と地方の役割・責任分
担が理解できる。

地方の環境政策の責任を果たしているかを、モニタ
リング ⇒ 評価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施、で表
される環境管理の4プロセスを考えながら確認する。

中央と地方の役割分担が明確で、双方が責任を果た
しているか。
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（4) 水質汚濁の問題点と
　　 その要因の把握

（5) 政策決定者の意識 一般的に、水質汚濁対策の優先度は低いので、政策
決定者の理解と支援が得られるかどうかが鍵とな
る。

問題解決のために必要となる手段（事業費の確保、
予算の配分変更、執行体制）とリンクして問題を認
識しているか。

国が、環境政策をリードする責任を果たしている
か、総体として把握する。

組織図や職員数から行政の人材・能力を定量的に判
定することは、その道の専門家以外には難しいと思
われる。したがって、本表の「確認するべき事項」
に記されている様々な現状・実績・パフォーマンス
から、人的資産の総体としてのキャパシティを定性
的に認識する。

企業の生産活動は経済発展に必要である一方、水環
境管理の面から捉えると大きな汚染源でもある。わ
が国は激しい水質汚濁を発生させた後にその対応を
行い、その結果として、対策費用、被害がより大き
くなったという公害経験を有している。
対策のタイミングの遅れによる被害の甚大化、高額
な対策費用の発生等を回避し、環境を守りながら経
済発展するためには、企業の環境管理システムの形
成と連携が重要である。そのような枠組み、対策が
機能しているか。

開発途上国では中小企業が多くを占めることから、
公害防止対策を奨励する制度があり、実行されてい
るか。

目   　的

(6) 企業の環境管理能力
     以下のサブ目標を含む
     ・規制の適切な運用の
       ためのシステム開発
　　 ・企業の環境管理システム
       の形成と強化

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(1) 個々の人材の能力

(8) 企業の人材・能力

(9) 市民の人材・能力

(10) 大学等研究機関の
       人材・能力
　　以下のサブ目標を含む
　　・行政･企業･市民への情報提供
　 　 働きかけの強化

人

的

資

産

水環境分野

(7) 行政 (中央、地方) の人材・
     能力

(2) 中央行政の組織
 　  以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
　  　明確化
     ・他の組織との連携

（3) 地方行政の組織
      以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
       明確化
     ・他の組織との連携

－188－－188－



視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 コメント／備考

1-4 公共用水域(地下水を含む)の常時監視が、法令で定められて
いるか

環境法は環境モニタリングの実施を規定しているが、
常時監視までは求めていない

水質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するかが
明確になっているか

同上

組
測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表
等が定められているか

環境モニタリング計画自体がない

1-1
1-4

公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められてい
るとすれば、それが実施されているか

N.A.

  モニタリングのデータベースがあるか N.A.

モニタリングデータを解析するグループがいるか N.A.

モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されて
いるか

N.A.

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐
えうるか

未調査

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポー
トにされ、水質管理の強化に活用されているか

未調査

環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係
省庁会議等の横断的調整メカニズムに提示されているか

未調査

工場･事業場から排水する場合は、届出るように定められて
いるか

未調査

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定
められているか

定められている

行政の長は、排出基準に適合しない排水を排出するおそれの
ある者に対し、改善命令や排出停止命令ができるか

可能

工場･事業場から排水を排出する者は、排水の汚染状況を測
定し、記録しておくように定められているか

定められていない

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか 未調査

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、
適切な指導をしているか

苦情対応として行っている

織
行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰

 金）の状況が取りまとめられているか
まとめられている

汚濁排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを水質
管理に活用しているか

データベース化されていない

河川ごとに主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚
染物質の種類や量を把握して、汚染地図が作製されているか

汚染地図は作製されていない

水質汚染の重点地域、重点企業が把握されているか 把握されている

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出
を削減するための対策（廃棄物の 小化、クリーン・テクノ
ロジーの導入等）を推進・支援する計画が作成され、実行さ
れているか

未調査

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準
といえるか

排水基準は日本のものと同レベルである。

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う
体制、対策のマニュアル等が整備されているか

ない

1-4 環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供され
ているか

ない

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握さ
れ、その情報が環境報告書、Webサイト等で住民に提供され
ているか

未調査

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか 未調査

1-4 水環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績 未調査

1-7 環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的
基盤をもつNGOs等が、行政の支援部隊となっているか

未調査

科学的知見を水質汚濁防止の戦略的対策に活用しているか 未調査

水環境に関する学会があり、活動しているか 未調査

関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか 未調査

1-2 どのようなマニュアルがあり活用されているか、例えば 未調査

1-4 水環境の監視、モニタリングデ－タの解析 未調査

発生源(工場･事業場)の監視 Pak-EPAが作成した工場立ち入り調査マニュアルがあ
る企業の環境管理 未調査

健康影響のある汚染物質が、河川等へ排出された場合の緊急
対応

未調査

1-3 地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用に
ついて、国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個
別法で定められているか

未調査

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか 未調査

1-3 対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実
績があるか、その努力をしているか

未調査

対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する
財務計画を作成しているか

未調査

財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか 未調査

1-3 運営・維持管理の組織があるか 未調査

汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されてい
るか

未調査

地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を
条例等で定めているか

未調査

組
対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の
収支を明確にしているか

未調査

地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めてい
るか

未調査

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか 未調査

織
施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は
何か

未調査

担当する組織が明確か 未調査

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか 未調査

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることか
ら取り組んでいるか

未調査

雨水排除施設の状況 未調査

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか 未調査

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりし
ていないか

未調査

各施設のインベントリーが整理されているか 未調査

施設の稼働状況が把握されているか 未調査

1-4 中央・地方で水質監視等に必要なラボが整備されているか 各環境庁にラボはある。

地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなさ
れているか

要調査

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理さ
れているか（表A5-2参照）

要調査

1-1
1-4

施設整備の事業費が確保される見込みがない状態で
は、たとえ調査結果がフィージブルであっても実施
できないおそれが大きい。
水質汚濁防止施設の整備は借入金だけで実施するこ
とはできない。無理に実施しても維持運営すること
は難しい。

わが国では、水質汚濁防止法で届出、排出水の制
限、改善命令、排水の汚染状況測定等が定められて
いる。

形だけの対応か、実効性のある対応か。

開発途上国では小規模工場が多く、その発生源対策
が鍵になる。

小規模工場では、技術力・資金力がなく、規制を順
守できない場合も多いので、企業の技術力、資金
力、人材能力を段階的に強化する仕組みになってい
るか。

特に、工場・事業場からの排水について、監視・改
善命令・指導等が伴っていない状態で下水道を作れ
ば、排水を受け入れた下水処理場が事業場として扱
われ、下水道側が責任を負う。

法令を実行できる施設・機材が整っており、維持管
理費が確保されているか。

(16) 水環境管理に係る
       マニュアル
　　  以下のサブ目標を含む
　　   ・行政担当官の能力向上

(14) 環境情報の整備と提供

(15) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　提供、働きかけの強化

組織として標準化されているか、実務に活用されて
いるか。マニュアルがあっても古かったり、役立っ
ていなかったりでは意味がない。

開発途上国では調査・研究が少ないので、産・官・
学を巻き込んだ国レベルの環境問題への取り組み、
環境科学に裏打ちされた環境行政を行う基盤がある
か確認する。

中小都市では、多くの場合収支が不明確で、運営の
実態が把握できない。このようなケ－スでは、仮に
事業を実施しても、後で財務的に問題が生じる。

既存施設が適正に維持管理されていない状態のまま
多大な追加投資をしても、維持管理費がさらに増加
することになり耐えられない。

一般的に、水質汚濁防止施設の運営・維持管理の優
先順位はかなり低い。予算不足の際は、真っ先に維
持管理費を削るので、施設が朽ち果てている場合は
要注意である。

水質汚濁防止対策事業は、効果の発現に長期間に渡
る継続的な実施が必要である。財政基盤の弱い地方
自治体の事業は、国による財政支援の内容、対象、
条件等が明確になっていなければ、途中で挫折す
る。

施設の状況が不明確で、実態を把握していないケ－
スでは、施設の運営・維持管理の問題点も把握して
いない。

水路や下水管がゴミ捨て場のようになり、行政や住民が
自助努力もせずに、下水や雨水排除、汚濁のひどさを訴
えられても、問題解決の見込みはない。

知
　
　
　
　
的
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
産

(17) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(18) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(12) 水環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・水質モニタリング体制の構築・
　　　　精度の向上
　　　・水質デ－タの蓄積・活用の
　　　　推進と情報公開
　　　・規制の適切な運用のための
　　　  システム開発

(13) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

(19) 施設（下水処理場？）維持管理
費
       以下のサブ目標を含む
        ・汚染者負担原則の適用
        ・適正な費用負担の方法

物

的

資

産

(11) 公共用水域の
      水質測定計画

(20) 現有の水質汚濁防止施設

(21) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・水質分析・検査能力
        の向上

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

わが国では、水質汚濁防止法で常時監視が定めら
れ、都道府県の知事が計画作成、監視、結果の公
表、環境大臣への報告を行うことになっている。

形だけの監視か、実効性のある監視か。

わが国の環境省や都道府県のWebサイトで、水環境
に関して提供されている情報の種類、量、精度を確
認し、それと比較するとよい。

わが国の環境省や都道府県のWebサイトで、水環境
に関して提供されている情報の種類と精度を確認
し、それと比較するとよい。
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視
点

内
容

中間目標
との関連

確認するべき事項 コメント／備考

1-1 基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体
系が整っているか

基本法以外ない

基本理念が定められているか 環境法に定められている

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっている
か

環境法は、何人もNEQSを超える排出を行ってはならな
いと規定している。

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか 環境法に定められている

1-1 工場・事業場から公共用水域に排水する場合に、届け出るよ
うになっているか

未調査

工場・事業場から排水基準に適合しない排水を排出しないよ
うに命ずることができるか

できる

工場・事業場から排水・廃液により、人の健康に被害が生じ
た場合、事業者の損害賠償責任について定めているか

未調査

生活排水対策を堆進することによつて、公共用水域(地下水
含む)の水質汚濁の防止を図るようになっているか

未調査

汚濁対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が
整っているか

未調査

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の
「ムチ」が定めてあるか

未調査

1-1 環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基
準と、生活環境を保全する上で維持されるべき基準に分かれ
ているか

環境基準はない

生活環境を保全する上で維持されるべき基準は、河川、湖
沼、海域ごとの利水目的に応じ、複数の類型を設けて基準が
設定されているか

N.A.

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか N.A.

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か N.A.

1-1 排水基準には、生活環境の保全に関する項目、人の健康の保
護に関する項目が含まれているか

含まれている

一律の排水基準か、地方自治体が上乗せ規制ができるか 可能である

排水基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵
守させるために妥当な水準か

日本の廃水基準と比較し妥当と思われる 欧米のBAT技術に基づいた排水基準を設定している場合
は、遵守することは困難である(3-1-3参照)。

1-1 国レベルで、水質汚濁改善の計画(プログラム）、例えば全
国水質改善対策推進計画が作成されているか

作成されていない

水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約
が示されているか

未調査

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備によ
り実施されていないか

未調査

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り
込まれているか

未調査

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか 未調査

1-1 地方レベルで、水質管理計画が作成されているか 作成されていない

主な企業と公害防止協定を締結しているか 公害防止協定に準じた制度はない

計画策定手法、水質デ－タ解析手法等が、組織として標準化
されているか

計画策定手法、水質デ－タ解析手法はない

流域の総合的管理の考え方があるか ない

対象水域の水質保全計画が策定されているか 作成されていない

下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備
計画があるか

Master Plan For Urban Waste Water Management 2002
が策定されている

対象地域の道路状況、アクセス N.A.

家屋の密集度、人口密度 N.A.

対象地域の上水道整備範囲、普及率 N.A.

対象地域の通信手段と普及率 N.A.

インターネット普及状況 N.A.

1-6 水環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をして
いるか

未調査

水環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがあるか 未調査

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報
を共有しているか

未調査

市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか 未調査

市民が水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源へ
の働きかけを強化しているか

未調査

1-6 水質汚濁問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベル
で、環境状況報告書が作成され公開されているか

未調査

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか 未調査

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善
に取り組んでいるか

未調査

リーダー養成に取り組んでいるか 未調査

ネットワークが形成されているか 未調査

学校で環境教育に取り組んでいるか 未調査

1-5 信頼できる水質分析会社が成長しているか 未調査

環境コンサルタントが成長しているか 未調査

水質汚濁関連のコンサルティング企業(クリーナープロダク
ション、節水技術等)が成長しているか

オランダの支援で実施されているが成果については未
調査

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理
者、環境計量士等)が導入されているか

技術力認定制度は導入されていない

出所：岩堀作成

水環境管理は行政の努力だけで解決するわけではな
く、あらゆる主体が参加することにより、行政、企
業により良い環境対応を促すことが期待される。

排水基準がない、あっても妥当な水準ではないとす
れば、実効ある水質汚濁防止対策の計画策定や実施
は難しい。

開発途上国において先進国レベルの環境法体系が整
えられていることも多い。しかしそのほとんどは、
欧米先進国の法律や基準等をそのまま取り入れたも
のであり、例えばそれらの法令を担保するための前
提である環境モニタリング体制も不十分な状況で
は、法律はあっても環境規制の実行段階ではうまく
機能しない。
わが国の法体系が開発途上国にとっても 適という
ことではないが、少なくとも、わが国の水環境管理
に係る法令とその構成を把握し、その仕組みを理解
する必要がある。それによって、相手国の法体系が
現状を反映した実効性があるものか、確認する。

一般的に、開発途上国では水環境管理の優先度は低
いので、水環境管理について、国としてのコミット
メントが明示され、他の課題との比較において高い
優先順が確保されているかが重要である。
それがなければ、対象都市が事業を実施する場合
に、国からの支援は受けられない。

わが国の基準を開発途上国に当てはめるのは好まし
くないという意見もあるが、その構成と考え方を認
識するためには役立つ。表A3-2を参照のこと。

環境基準は環境保全行政上の目標で、人の健康を保
護し、生活環境を保全する上で維持されることが望
ましい基準であり、多くの国に当てはまる。

水質汚濁防止に係る基礎インフラ状況、情報開示、情報
へのアクセスなどを把握する。

環境管理の4プロセスである、モニタリング ⇒ 評
価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施、を考えながら確
認する。

社

会

組

織

（31) 環境関連企業の振興
       以下のサブ目標を含む
       ・環境管理への企業参入推進・
         環境保全産業の振興

(30) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・水環境保全への意識啓発

(28) 基礎インフラ
イ
ン
フ
ラ

(27) 水質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

企業は、自社で処理施設の設計製作、運転管理、排
出モニタリング等ができないので、民間の環境コン
サルタントの成長が必要である。

市民は水質汚濁において被害者であると同時に加害
者でもある存在だが、市民一人一人が問題解決に取
り組むと同時に、被害を回避することが重要であ
る。

基

準

(26) 水管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

法

制

度

政

策
・
政

治

(22) 実行ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(29) コミュニティの環境管理
      能力

(25) 実行ある法制度の整備 4
     (排水基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

制

度
・
社

会

シ

ス

テ

ム

(24) 実行ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

(23) 実行ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

キャパシティ・アセスメント
の対象項目
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表A3－5　案件の優先順位を確認・判定するためのチェックリスト

目　 　的   本表は、案件の優先順位を確認・判定するうえで、俯瞰的な視野からの背景状況の確認をするためのものである。
使用方法

中　項　目 確認するべき事項／データ／情報 チェックポイント

国レベルで、水質汚濁改善計画(プログラム）　例えば全国水質改善
対策推進計画が作成されているか

排水処理設備についてはマスタープランが策定さ
れている

水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約が示され
ているか

要調査

基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体系が整っ
ているか

基本法以外ない

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっているか 汚染物質の排出に対してのみ規定されている

個別法 対象プロジェクトに関連する個別法が整備されているか 環境モニタリングに対する個別法はない 例えば対象プロジェクトが下水道なら、水質汚濁防止法と下水道法等。

環境基準、排水基準が定められているか 排水基準のみ定められている

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか 定期的な水質モニタリングは実施されていない

財政措置 施設整備に対する
中央の財政措置

地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用について、
国は必要な財政上の措置をとるように、基本法、個別法で定められて
いるか

定められていない 水質汚濁防止対策事業は、長期間に亘る継続的な実施により効果が発現さ
れる。財政基盤の弱い自治体では、国による財政支援の内容、対象、条件が
明確になっていなければ、事業が途中で挫折する。

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか 要調査

政策・政治 水質管理計画
の作成

地方レベルで、水質汚濁改善計画が作成されているか 要調査

対象水域の水質保全計画が策定されているか 要調査

下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備計画があるか 排水処理設備についてはマスタープランがある

法制度 法の執行 公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められているとすれ
ば、それが実施されているか

常時監視は定められていないのでN.A.

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定めてあ
り、その監視をしているか

自主モニタリングの制度がある

組　織 地方自治体の組織 地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施しているか 州EPAが水環境行政を実施している 地方の環境政策の責任を果たしているかを、環境管理の4プロセスである、モ
ニタリング ⇒ 評価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政策実施　を考えながら確認する。

地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環境の実状
に合ったきめ細かな施策等

要調査
中央と地方の役割分担が明確で、双方が責任を果たしているか確認する。

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域の監視、
発生源の監視・改善命令・指導等

環境法に基づいて権限委譲されている

トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か 要調査

トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法令、財政
措置に基づいたものか

要調査

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮しているか 要調査

管理者 C/P機関は、対象水域の管理者及び水質汚濁対策プロジェクトの管理
者とどんな関係にあるか、C/P機関が管理者に影響力があるか

要調査 開発調査を例にすれば、C/P機関が管理者と同一であるか異なるかに
よって、報告書の位置付けや利用価値に大きな影響を受ける。異なる
場合には、事業実施の制約となる。

財　政 施設整備に対する
地方の財政措置

対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実績がある
か、その努力をしているか

要調査 水質汚濁防止対策の事業費が確保される見込みが、全くない状態では、調査
だけで終わる可能性がある。

対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する財務計画
を作成しているか

要調査

財務計画がなく、ローン等の借入金だけが頼りか 要調査 水質汚濁防止施設の整備は借入金だけで実施することはできない。無理に
実施しても維持運営することは難しい。

施設維持管理費 地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を条例等で
定めているか

要調査

対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の収支を明
確にしているか

要調査

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか 要調査 予算不足の際は、真っ先に維持管理費を削るので、施設が朽ち果てている場
合は要注意である。

基本方針
基本計画

政策・政治

基本法の中で、水環境管理が法的に位置づけられていなければ、継続的な
事業実施は難しい。

一般的に、水質汚濁対策の優先度は低いので、政策決定者の理解と支援が
得られるかどうかが鍵となる。

問題解決のために必要となる手段（事業費の確保、予算の配分変更、執行体
制）とリンクして問題を認識しているか。

例えば、開発調査を実施する場合、調査報告書の価値は、それが相手国の
水環境政策の中でどのように位置付けられるかによって決まる。相手国で水
質汚濁防止計画が作成されていなければ、例え調査を実施しても、その位置
付けが弱くなる。
環境管理の4プロセスである、モニタリング ⇒ 評価・解析 ⇒ 政策立案 ⇒ 政
策実施　を考えながら確認する。

法律がない、あっても実行されていなければ、汚濁負荷量削減計画を作って
も実効がない。特に、工場・事業場からの排水について、監視・改善命令・指
導等が伴っていない状態で下水道を作れば、排水を受け入れた下水処理場
が事業場として扱われ、下水道側が責任を負うことになってしまう。

政策決定者の問題
認識、リーダーシップ

環境基準・排水基準がない、あっても順守する努力がないとすれば、水質汚
濁防止対策の計画策定や実施の根拠が薄くなる。

内訳をどこまで細かく把握しているか、受益者負担の原則になっているか。中
小都市では、多くの場合に収支が不明確で、運営の実態が把握できない。こ
のようなケ－スでは、仮に事業を実施しても、後で財務的に問題が生じる。

大項目、中項目に対するデータ／情報／確認するべき事項を把握して、チェックポイントを考えながら判定する。

大　項　目

一般的に、開発途上国では水環境管理の優先度は低いので、水質汚濁改善
について、国としてのコミットメントが明示され、他の課題との比較において高
い優先順が確保されているかが重要である。それがなければ、対象都市が事
業を実施する場合に、国からの支援は受けられない。

法体系
基本法

環境基準
排水基準

法制度国

に

係

る

こ

と

対

象

都

市

に
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中　項　目 確認するべき事項／データ／情報 チェックポイント

人口 分布、増加率、密度 N.A. 対象都市内に過密地区がどれ位あるか、対策の費用対効果が大きいか。例
えば、オンサイト処理（septic tank等その場で処理）の限界は、1人当たり給水
量100リッター／日、人口密度250～300人／haであり、都市部化により人口
密度が増えれば、オンサイト処理で済んでいたものが、オフサイト処理（下水
道等その場以外で処理）にならざるをえない。

面積、地区 高所得者、低所得者の居住地区、過密地区 N.A. どの地区で、どんな問題が発生しているか、それが援助対象として相応しい
か。

所得 1人当たりGDP N.A. 水質汚濁防止対策の実施と1人当たりGDPとは直接関係ない。しかし、社会イ
ンフラは経済発展に伴って優先順位の高い分野から整備されるので、対象国
が水質汚濁防止対策への資金を出せる程度の発展レベルにあるかどうか
は、1人当たりGDPで判断できる。

主要産業 工場、事業所の存在 N.A. 工場・事業場の排水対策は、排水規制の徹底・遵守が基本であり最善である
が、立地企業は規制に対応できる状態か。

機能、特徴 首都、産業、商業 N.A. 首都やそれに次ぐ大都市など、対象都市の機能が重要か、援助対象として相
応しいか。

規模 人口規模 N.A. 人口規模で何番目の都市か、どんな特徴があるか。地方都市の場合に、案
件の重要性を示す特記すべき理由があるか、例えば、環境モデル都市など。

水系名、河川・
湖沼名

例：利根川水系、江戸川 N.A. どれくらい重要な水系・河川・湖沼か、対象国内でそれ以上に重要あるいは
象徴的な所がないか。

流路延長、湖沼面積 N.A. どれくらいの大きさか、わが国の河川・湖沼と比較するとわかりやすい。

流域面積 N.A. 調査対象は流域内のどの部分か、それがどんな意味があるか。重要な地域
に抜けがか、不要な地域が含まれていないか。

健康度 水域・地域別の水因性疾患発生状況 N.A. 対象水域が健康度の面で注目すべき所か、対象国内でそれ以上に重要な水
域がないか。

関連する州・県・都市 N.A. 重要な地域や都市か、それが援助対象として相応しいか。

上流部の問題・
汚濁負荷

水利用目的、汚濁負荷量 N.A. 案件の調査対象範囲内で問題が解決するか、範囲外の上流部等に大きな問
題はないか

下流部の水利用 飲料水水源、農業用水源、水産 N.A. 下流部の水利用状況から判断して、対象水域での問題解決が重要か。

自然環境 特別な環境条件 N.A. 特別に保護すべき動植物があるか。

汚染源の種類 特定汚染源、非特定汚染源 N.A. 主な汚染源は何か、汚染源が明確か （付録5参照）。

汚染源対策 生活系、工場・事業系、市街地系等、各発生源の状況 N.A. 発生源対策として何が実施されているか、対策実施の可能性があるか （付録
5参照）。

汚濁状況 環境情報の整備と
提供

環境への負荷、環境の状態、対策に関する情報が提供されているか N.A.

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握され、その情報が
住民に提供されているか

N.A.

人の健康の保護に
関する項目

無機物、重金属、有機塩素化合物等 N.A. 表A3-1に示す人の健康の保護に関する項目と参考値により、対象水域の有
害物質による汚染レベルを把握する。5年間程度のデータがあれば、推移が
わかりやすい。

生活環境の保全に
関する項目

BOD、COD、全窒素、全リン等 N.A. 表A3-2に示す生活環境の保全に関する項目と参考値により、対象水域の汚
染レベルを把握する。5年間程度のデータがあれば推移がわかりやすい。

過去の発生状況 内容、発生時期、規模、頻度 N.A.

現在の発生状況 内容、規模 N.A.

将来的な発生予測 内容、規模 N.A.

水源としての汚染度 N.A.

生活環境の汚染度 N.A.

水環境としての汚染度 N.A.

水源としての汚染度 N.A.

生活環境の汚染度 N.A.

水環境としての汚染度 N.A.

遺跡、文化財への影
響

N.A. 遺跡、文化財への影響など、特記すべき理由があるか。

他都市の問題発生
状況との比較

内容、規模、頻度 N.A. 対象都市より上位の都市、他の重要都市で同じような問題が発生している
か、発生しているなら、なぜ対象都市の方がそれらの都市より優先度が高い
か。相手国全体に存在するであろう、数百件に上る量の汚濁やその被害との
優先順位を間違っていないか。

緊急性 汚染度の経年変化 N.A. 汚染度が急速に増しているか、表A3-1を参考にして、人の健康影響が発生
するおそれがあるか。

深刻性 汚染している水質項目、健康影響 N.A. 表A3-1を参考にして、現に人の健康影響が生じているか。

放置した場合の危険
度

汚濁の低減、基準値をオーバーする度合 N.A. 健康影響が拡大する方向にあるか。一旦汚濁するとその低減が難しいか、有
害物質の蓄積が懸念されるか。

情　報 存在状況、整理状況 N.A. 問題の存在だけではなく、その情報収集と整理など、問題解決への自助努力
がなされているか。

地元の意向 自助努力 市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか N.A.

行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることから取り組
んでいるか

N.A.

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか N.A.

市民自らが水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源への働きか
けを強化しているか

N.A.

資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりしていない
か

N.A.

費用対効果 調査の規模 調査対象地域の人口、人口増加率、密度 N.A. 公共事業等の費用対効果分析は、実施するための費用に対してどれだけの
便益があるかを金額に換算して分析することである。しかし、費用は案件形成
段階でわからないので、調査対象人口、人口増加率、密度等を費用対効果
の目安とする。

調査結果の
効果的活用

対象都市、水域の広さ N.A. 調査対象範囲が余りに広く、対策費用が膨大であり調査結果の一部だけしか
実施に移されないとすれば、問題解決には程遠い。相手国の経済発展レベ
ルから、水質汚濁防止対策に膨大な投資ができる状態か、調査結果が有効
に使われるかなどを判断する必要がある。

汚濁の規模 N.A. 汚濁規模が大きくレベルが悪ければ、対策費用が膨大であり調査結果の一
部だけしか実施に移されないこととなり、問題解決には焼け石に水である。科
学的知見やデータを整備する段階にある国なのか、対策を実施できる国か。
それによって、形成すべき案件や調査内容が間違っていないか確認する必要
がある。

関連事業
との整合

関連計画の整備状況 N.A. 対象案件単独で問題が解決するか、他事業と合わせて実施する必要がある
か。

他ドナーの動向 要調査 他ドナーが関心を示しているか、関心ない場合は、対象都市の制度・組織・運
営管理に問題あることが多い。

案件実施
のタイミング

汚濁レベルからのタイ
ミング

N.A. 汚濁レベルから待ったなしの状況か。

問題の重大性からの
タイミング

N.A. 深刻な影響から待ったなしの状況か。

関連事業との整合か
らのタイミング

N.A. 大きな成果を上げるために良いタイミングか。

出所：岩堀作成

影響が対象都市だけに限られるのか、下流部を含め、広域的な影響がある
か。

影　響 対象地域に対する影
響

上記汚染レベルの経年変化、問題の過去～現在の推移を把握する。水利用
目的に対して汚染レベルが悪すぎないか、湖沼の場合に、悪すぎれば対策費
用は膨大で、開発途上国では打つ手なしのこともある。例えば、我が国で長
い間、湖沼水質（ＣＯＤ）のワースト1であった手賀沼（千葉県）は、湖面積
（6.5Km2）、流域面積（150Km2）、流域人口（2001時点、48万人）と小規模にも
かかわらず、水質保全対策事業費は4,469億円（1984～2002）である。

広域的な影響

経　緯

わが国の環境省、都道府県のWebサイトで、水環境に関して提供されている
情報の種類と精度を確認し、それと比較するとよい。

上記の汚濁レベル、発生している問題の経緯を踏まえ、水源、生活環境、水
環境への影響を把握する。

汚濁源

重要性

基礎情報

基礎情報

流域状況

重要性

大　項　目

そ

の

他

水路や下水管がゴミ捨て場のようになっていないか、自治体や住民が自助努
力をしているか。自助努力もせずに下水や雨水が流れない、汚濁がひどいと
訴えられても、問題解決の見込みはない。

対

象
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収集資料一覧表  
 

環境モニタリング支援プロジェクト第２次事前調査 
No. 資  料  名 形 式 入手先 

1 PC-1 実施期間延長申請書付属書 ANNEX-A～D コピー Pak-EPA 

2 Annual Work Plan for Financial Year 2007-2008 コピー Pak-EPA 

3 Pakistan Environmental Protection Act 1997 冊子 Pak-EPA 

4 Summary Report 

Tasman Spirit Oil Spill Natural Resource Damage 

Assessment Karachi, Pakistan 

冊子 Pak-EPA 

5 Organization of EPA コピー Punjab-EPA 

6 Environmental Samples Rules 2001 コピー Punjab-EPA 

7 Punjab Sustainable Development Strategy 

Executive Summary August 2007. 
コピー Punjab-EPA 

8 Organogram of Laboratory of EPA Sindh コピー Sindh-EPA 

9 Organogram of EPA Sindh コピー Sindh-EPA 

10 Sindh-EPA, Name of Posts and No. of Post コピー Sindh-EPA 

11 TOR and Job Descriptions of EPA-Sindh  コピー Sindh-EPA 

12 Report on key pollutants concentration at 
(SNDF-2) Korangi Industrial area Karachi 

Word.doc  Sindh-EPA 

13 Introduction to NWFP-EPA コピー NWFP-EPA 

14 Vehicle Emission Testing Unit Let’s Keep the Air Clean パンフレット Pak-EPA 

15 Handing Over Documents Set-Mobile Automatic Station コピー Pak-EPA 
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